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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技領域に配設され、遊技球を入賞可能な開放状態と入賞不能な閉鎖状態とに開閉され
る開閉入賞口と、
　該開閉入賞口を開閉させるラウンドを所定の回数を上限として一又は複数回繰り返し、
１回のラウンドは予め定められた所定個数の遊技球が入賞すると終了する特別遊技を実行
する特別遊技制御手段とを備えた弾球遊技機において、
　前記特別遊技制御手段は、前記ラウンドにおいて前記開閉入賞口に入賞する遊技球が所
定領域を通過することに起因して抽選を行い、当選すると次ラウンドも開閉させるラウン
ド抽選手段と、
　該ラウンド抽選手段は、前記所定領域を通過する何番目の遊技球で抽選を行うかを予め
決定する抽選順番決定手段と、
　該抽選順番決定手段により決定された抽選順位を表示する抽選順位表示手段と、
　を備えたことを特徴とする弾球遊技機。
【請求項２】
　請求項１に記載の弾球遊技機において、
　前記抽選順番決定手段は、少なくとも一部の前記ラウンドで前記抽選順位を変更し、
　前記抽選順位表示手段は、前記抽選順位が変更されたときには、前記開閉入賞口を前記
開放状態としたときに前記抽選順位を表示する、ことを特徴とする弾球遊技機。
【請求項３】
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　請求項１又は請求項２に記載の弾球遊技機において、
　前記開閉入賞口は、遊技球が始動口に入球したとき予め定められた確率下で当選するこ
とに起因して前記開放状態とされ、
　前記抽選順番決定手段は、前記確率が高確率である場合と低確率である場合とで前記抽
選順位を相違させた、ことを特徴とする弾球遊技機。
【請求項４】
　請求項１に記載の弾球遊技機において、
　前記特別遊技制御手段は、前記ラウンド抽選手段による抽選を行うことなく無条件で次
のラウンドに進む無条件ラウンドを有する、ことを特徴とする弾球遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、当りの場合に大入賞口を所定回数開閉する開閉ラウンドを実行する弾球遊技
機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の弾球遊技機には、始動口に遊技球が入賞することを契機として当否判定し、当り
の場合に、大入賞口を開閉する開閉ラウンドを、所定の回数値を上限として繰り返し実行
するものがある。こうした弾球遊技機では、従来、大入賞口の内部に継続領域が設けられ
ており、該継続領域を遊技球が通過することによって、次の開閉ラウンドの実行が決定さ
れる。そして、大入賞口に入球した遊技球は比較的容易に継続領域を通過可能であったこ
とから、一度の当りで、開閉ラウンドは、前記した上限の回数値まで繰り返し実行される
ことがほとんどであった。
【０００３】
　しかし、近年では、継続領域が設けられず、自動的に上限の回数値まで開閉ラウンドが
繰り返し実行される弾球遊技機が大半である。この構成の開閉ラウンドは、大入賞口に所
定個数の遊技球が入賞するか、所定時間経過するまで開放され、その後に閉鎖されて再び
開放されるようにして、前記上限の回数値まで繰り返し実行される。
【０００４】
　自動的に上限の回数値まで開閉ラウンドが繰り返し実行される場合、賞球数が多くなる
ことから、前記当否判定における当り確率は低く為らざるを得えず、遊技における消費金
額が高くなる虞等が考えられる。
【０００５】
　そこで、当り確率を高くするため、当り時の平均賞球数を少なくする観点から従来の継
続領域が見直されつつある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１７－３５４６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本出願人は、当り遊技中に次ラウンドに進むか否かを決定する発明に関する出願を特許
文献１で行っている。
【０００８】
　しかしながら、当り遊技中に次ラウンドに進むか否かを決定する発明に関しては、まだ
改良の余地がある。
【０００９】
　本発明は、当り遊技中に次ラウンドに進むか否かを決定する発明に関する。
【課題を解決するための手段】
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【００１０】
　請求項１に記載の弾球遊技機は、遊技領域に配設され、遊技球を入賞可能な開放状態と
入賞不能な閉鎖状態とに開閉される開閉入賞口と、該開閉入賞口を開閉させるラウンドを
所定の回数を上限として一又は複数回繰り返し、１回のラウンドは予め定められた所定個
数の遊技球が入賞すると終了する特別遊技を実行する特別遊技制御手段とを備えた弾球遊
技機において、前記特別遊技制御手段は、前記ラウンドにおいて前記開閉入賞口に入賞す
る遊技球が所定領域を通過することに起因して抽選を行い、当選すると次ラウンドも開閉
させるラウンド抽選手段と、該ラウンド抽選手段は、前記所定領域を通過する何番目の遊
技球で抽選を行うかを予め決定する抽選順番決定手段と、該抽選順番決定手段により決定
された抽選順位を表示する抽選順位表示手段と、を備えたことを特徴とする。
【００１１】
　請求項１に記載の弾球遊技機によると、ラウンド抽選手段は開閉入賞口に入賞する遊技
球が所定領域を通過することに起因して抽選を行うが、該所定領域を通過する何番目の遊
技球で抽選を行うか（以下、「抽選順位」と呼ぶときもある。）は抽選順番決定手段によ
り予め決定されている。
【００１２】
　これにより、１ラウンドにおける抽選回数を制限することができ、１ラウンド中におけ
る処理を複雑化させない効果を有する。また、遊技者は、抽選が行われる遊技球のみに意
識を集中できる効果を有する。何番目の遊技球で抽選が行われるかは、開閉入賞口を開放
させるときに演出画面等に予め表示しておけば良い。
【００１３】
　ここで、抽選順位は、ラウンド毎に相違させても良く、一部のラウンドが他のラウンド
と相違する構成でも良い。
【００１４】
　抽選を行う所定領域は、開閉入賞口に入賞する遊技球をカウントするためのセンサ（所
謂、１０カウントＳＷ等）であっても良く、別の領域であっても良い。この抽選を行う所
定領域は、遊技者が確認できる位置に設けるのが好適である。
【００１５】
　請求項２に記載の弾球遊技機は、　請求項１に記載の弾球遊技機において、抽選順番決
定手段は、少なくとも一部のラウンドで抽選順位を変更し、抽選順位表示手段は、抽選順
位が変更されたときには、開閉入賞口を開放状態としたときに抽選順位を表示する、こと
を特徴とする。
【００１７】
　特別遊技終了後に高確率状態に移行するか否かにより抽選順位を相違させても良い。こ
れが請求項３に記載の弾球遊技機である。
【００１８】
　或いは、ホール関係者の操作により特別遊技を行う抽選確率を設定変更できる構成の場
合、設定変更される抽選確率と前記抽選順位とに何等かの関係を有する構成でも良い。こ
れにより、設定変更される抽選確率を遊技者に推測させることも可能となる。
【００１９】
　例えば、設定変更される抽選確率が高いときには抽選順位は最初の方の入賞が多くなり
、設定変更される抽選確率が低いときには抽選順位は後半の方の入賞を多くする構成、ま
たはこの逆の構成が考えられる。
【００２０】
　前記抽選順番決定手段により決定する抽選順位は、複数有しても良い。
【００２１】
　例えば、所定領域を通過する３番目の入賞及び５番目の入賞で抽選を行うのである。こ
のとき、３番目の入賞で当選すれば５番目の入賞では抽選しない構成が良い。しかし、共
に抽選し共に当選すれば、続けて２ラウンド開放する構成も考えられる。
【００２２】
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　前記開閉入賞口に入賞する遊技球は、全て所定領域を通過する構成でも良く、一部が通
過する構成でも良い。
【００２４】
　一部通過する構成としては、開閉入賞口内に振り分け装置を備え、開閉入賞口に入賞す
る遊技球の一部を所定領域に誘導する構成が考えられる。
【００２７】
　請求項４に記載の弾球遊技機は、請求項１に記載の弾球遊技機において、特別遊技制御
手段は、ラウンド抽選手段による抽選を行うことなく無条件で次のラウンドに進む無条件
ラウンドを有する、ことを特徴とする。
【００２８】
　ラウンド抽選手段による抽選は、ラウンド毎に実行される構成でなくとも良い。例えば
、１ラウンドから５ラウンドまでは無条件に次ラウンドに進み、６ラウンドから１０ラウ
ンドまでは毎回ラウンド抽選を行い、その後は最終ラウンドまで無条件に進む構成でも良
い。また、無条件に次ラウンドに進む構成と、ラウンド抽選を行うラウンドを交互に繰り
返す構成でも良い。要は、ラウンド抽選手段により抽選を行うラウンドが、ラウンドの上
限回数の内に１回以上含まれていれば良い。
【００２９】
　前記特別遊技制御手段は、１ラウンド中に遊技球が所定個数（一般に９～１０個）入賞
すると開閉入賞口は閉鎖されるが、所定個数入賞するまでに所定時間（例えば、３０秒）
経過すると閉鎖させても良い。要は、開放した開閉入賞口の閉鎖条件として、少なくとも
所定個数の入賞が含まれていれば良い。
【００３０】
　ラウンド抽選手段による抽選結果は、何等かの報知手段により遊技者に報知させる必要
がある。例えば、演出画面等に抽選結果を表示する構成、音声等により報知する構成、抽
選に用いた遊技球の流下方向を振り分けることにより報知する構成等が考えられる。演出
画面等の表示による報知では、遊技球が所定領域を通過することに起因して図柄を変動さ
せ停止する図柄の種類により抽選結果を報知する構成、開閉入賞口が開放したことに起因
して図柄を変動させ遊技球が所定領域を通過したことに起因して停止させた図柄の種類に
より抽選結果を報知する構成、等が考えられる。
【００３１】
　ラウンド抽選結果による抽選結果の報知は、遊技の進行を制御する遊技制御手段で直接
行っても良く、遊技制御手段からコマンドを受信して各種演出を行う演出表示手段で行っ
ても良い。
【００３２】
　ラウンド抽選手段による抽選は遊技球が所定領域を通過することに起因して行なわれる
が、乱数の抽出により行うのが好適である。ソフト乱数、ハード乱数又はこれらの組み合
わせが考えられる。ソフト乱数の場合、微小時間毎に演算される数値が抽出されるが、微
小時間に比して遊技球が所定領域を通過するタイミングはランダムと考えられる。
【００３３】
　なお、ラウンド抽選手段による抽選は、上限の所定回数のラウンドまで遊技が進行した
場合、この上限の最終ラウンドではラウンド抽選は実行されない。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明にかかるパチンコ機１の正面図である。
【００３５】
【図２】パチンコ機１の遊技盤２の正面図である。
【００３６】
【図３】パチンコ機１の裏面図である。
【００３７】
【図４】実施例１の電気的構成を示すブロック図である。
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【００３８】
【図５】実施例１のメインルーチンの概要を示すフローチャートである。
【００３９】
【図６】実施例１の始動入賞処理を示すフローチャートである。
【００４０】
【図７】実施例１の当否判定処理を示すフローチャートである。
【００４１】
【図８】実施例１の特別遊技処理を示すフローチャートである。
【００４２】
【図９】同上の特別遊技処理を示すフローチャートである。
【００４３】
【図１０】同上の特別遊技処理を示すフローチャートである。
【００４４】
【図１１】同上の特別遊技処理を示すフローチャートである。
【００４５】
【図１２】実施例１のパチンコ機１の仕様の一部を説明する図表である。
【００４６】
【図１３】実施例１の継続回数決定テーブルを示す図表である。
【００４７】
【図１４】実施例２の大入賞口１４の内部構造を示す説明図である。
【００４８】
【図１５】実施例２の電気的構成を示すブロック図である。
【００４９】
【図１６】実施例２のメインルーチンの概要を示すフローチャートである。
【００５０】
【図１７】実施例２の特別遊技処理を示すフローチャートである。
【００５１】
【図１８】実施例２の特別遊技処理を示すフローチャートである。
【００５２】
【図１９】実施例３の特別遊技処理を示すフローチャートである。
【００５３】
【図２０】実施例３の特別遊技処理を示すフローチャートである。
【００５４】
【図２１】実施例４の抽選順位決定処理を示すフローチャートである。
【００５５】
【図２２】実施例４の抽選順位表示処理を示すフローチャートである。
【００５６】
【図２３】実施例３の別例の継続抽選結果表示処理を示すフローチャートである。
【００５７】
【図２４】実施例３の別例の継続抽選履歴表示処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００５８】
　本発明の実施形態について、図面を用いて説明する。尚、実施例のパチンコ機１が、本
発明にかかる弾球遊技機に相当する。
【実施例１】
【００５９】
　パチンコ機１は、図１に示すように、縦長の固定外郭保持枠をなす外枠５１によって構
成の各部を保持する構造である。外枠５１には、その左側上下に設けられたヒンジ５３を
介して、内枠７０が該外枠５１に対して開閉可能に取り付けられている。また、内枠７０
の前面には、前枠（ガラス枠）５２が該内枠７０に対して開放可能に取り付けられおり、
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前枠５２には、板ガラス６１が脱着可能に設けられている。さらに、板ガラス６１の奥側
（後側）には、内枠７０に取り付けられた遊技盤２（図２）が配設されている。
【００６０】
　前枠５２には、その上部左右に、スピーカ６６が配設されており、該スピーカ６６から
発せられる遊技音や警報音によって、遊技の趣向性を向上させたり、遊技者に注意喚起す
る。また、前枠５２には、遊技状態に応じて発光する枠側装飾ランプ６５が複数配設され
ており、該発光によって遊技の趣向性を向上させる。さらに、前枠５２の下部には、上皿
５５と下皿６３とが一体的に設けられており、該下皿６３の右方に発射ハンドル６４が配
設されている。この発射ハンドル６４は、遊技者によって時計回りに回動操作されること
で、図示しない発射装置を可動させて、上皿５５から供給される遊技球を遊技盤２の遊技
領域３に向かって発射する。
【００６１】
　上皿５５には、賞球や貸球が払い出される。また、下皿６３は、上皿５５から溢れた賞
球を受ける構成で、該下皿６３内の遊技球を排出する球抜きレバー（図示せず）を備える
。この球抜きレバーが遊技者により操作されることで、下皿６３に貯まった遊技球を別箱
（ドル箱）に移すことができる。
【００６２】
　本実施例のパチンコ機１は、所謂ＣＲ機であって、プリペイドカードの読み書きなどを
行うプリペイドカードユニット（ＣＲユニット）５６が隣接されている。パチンコ機１に
は、貸出ボタン５７、精算ボタン５８、および残高表示装置５９を有するＣＲ精算表示装
置２５（図４参照）が設けられている。また、上皿５５の中央部には、遊技者が操作可能
な演出ボタン６７、ジョグダイヤル６８、および決定ボタン６９が設けられている。
【００６３】
　尚、本実施例のパチンコ機１は、上皿５５と下皿６３とを備えた構成であるが、これら
皿を備えない封入式遊技機であっても良い。封入式遊技機は、所定数の遊技球を機内に封
入し、発射した遊技球を機内で回収して循環的に使用することで遊技を行うものである。
【００６４】
　図２は、パチンコ機１の遊技盤２の正面図である。遊技盤２には、ガイドレール３ａ，
３ｂによって囲まれた略円形の遊技領域３が設けられ、該遊技領域３には多数の遊技釘４
が植設されている。遊技領域３の中央部には、センターケース５が配設されており、該セ
ンターケース５の中央に演出図柄表示装置６（全体の図示は省略）のＬＣＤ画面が前方か
ら視認可能に配設されている。このセンターケース５には、図示しないワープ入口、ワー
プ通路、ステージ等も設けられている。また、発射された遊技球がガイドレール３ｂの先
端から飛び出して遊技領域３に到達した箇所に、発射球検出スイッチ１００（図４参照）
が配設され、発射後に遊技領域３に到達した全ての遊技球を検出している。
【００６５】
　センターケース５の直下には、第一始動口１１が配設され、該センターケース５の右方
には、普通図柄作動ゲート１７と第二始動口１２とがユニット化された複合入賞装置が配
設されている。第二始動口１２は開閉可能な翼片を備えた普通電動役物により構成されて
おり、この翼片の開放状態でのみ遊技球を入賞可能とする構成である。さらに、センター
ケース５の右下方（第一始動口１１の右方）には、大入賞口１４が配設されている。また
、第一始動口１１の左方に、第一～第三普通入賞口３１～３３が配設されると共に、大入
賞口１４の右方に、第四普通入賞口３４が配設されている。これら普通入賞口３１～３４
は、遊技球を常時入賞可能な構成である。尚、前記した第一始動口１１および第二始動口
１２が、本発明にかかる始動口に相当し、普通入賞口３１～３４が、本発明にかかる入賞
口に相当する。
【００６６】
　遊技領域３の最下流部には、アウト口１０１が配設されており、該遊技領域３に発射さ
れた遊技球がいずれの入賞口や始動口にも入賞しなかった場合に、該アウト口１０１に入
球する。尚、アウト口１０１に入球しても賞球は払い出されず、遊技機裏面から機外へ排
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出される。
【００６７】
　遊技盤２の右下部には、複数個のＬＥＤからなる普通図柄表示装置７と、普図保留数表
示装置８と、第一特別図柄保留数表示装置１８と、第二特別図柄保留数表示装置１９と、
７セグメント表示装置からなる第一特別図柄表示装置９および第二特別図柄表示装置１０
とが配設されている。
【００６８】
　図３は、パチンコ機１の裏面図である。パチンコ機１の裏側には、上記の遊技盤２を脱
着可能に取り付けた内枠７０が外枠５１に収納されている。内枠７０には、上方から、球
タンク７１、タンクレール７２、および払出装置７３が設けられている。この構成により
、遊技盤２に設けられた上記した各入賞口等に遊技球の入球があると、球タンク７１から
タンクレール７２を介して供給される遊技球が、賞球として、払出装置７３により上皿５
５へ払い出される。また、上記したＣＲユニット５６の貸出ボタン５７および精算ボタン
５８が操作されると、払出装置７３によって、貸球が払い出される。
【００６９】
　また、パチンコ機１の裏側には、主制御装置８０、払出制御装置８１、演出図柄制御装
置８２、サブ統合制御装置８３、発射制御装置８４、電源基板８５が配設されている。主
制御装置８０、演出図柄制御装置８２、およびサブ統合制御装置８３は、遊技盤２に設け
られており、払出制御装置８１、発射制御装置８４、および電源基板８５は、内枠７０に
設けられている。尚、図３では、発射制御装置８４が描かれていないが、払出制御装置８
１の下に設けられている。また、球タンク７１の右側には、外部接続端子７８が設けられ
ており、該外部接続端子７８により、遊技状態や遊技結果を示す信号が図示しないホール
コンピュータに送られる（図４参照）。尚、従来は、ホールコンピュータへ信号を送信す
るための外部接続端子７８には、盤用（遊技盤側から出力される信号をホールコンピュー
タへ出力するための端子）と枠側（前枠５２、内枠７０、外枠５１）から出力される信号
をホールコンピュータに出力するための端子）の二種類を用いているが、本実施例では、
一の外部接続端子７８を介してホールコンピュータへ遊技状態や遊技結果を示す信号を送
信している。
【００７０】
　図４は、パチンコ機１の電気配線を示すブロック図である。尚、この図４には、煩雑に
なる電源の供給系統に関して記載していないが、電源が必要な制御装置もしくはアクチュ
エータ類には、電源装置（図示せず）から直接的または間接的に電源供給される構成とな
っている。
【００７１】
　パチンコ機１の電気的構成は、主制御装置８０を中心として、払出制御装置８１、演出
図柄制御装置８２、およびサブ統合制御装置８３を配設した構成である。これら主制御装
置８０、払出制御装置８１、演出図柄制御装置８２、およびサブ統合制御装置８３は、い
ずれもＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、入力ポート、および出力ポートなどを備え、各ＣＰＵが
、２ｍｓ周期の割込信号により各ＲＯＭに搭載されたプログラムを開始し、各種制御を実
行する。尚、発射制御装置８４は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、およびＲＡＭを備えていないが、こ
れに限らず、ＣＰＵ、ＲＯＭ、およびＲＡＭを備えた構成であってもよい。
【００７２】
　主制御装置８０には、遊技盤中継端子板７４を介して、第一始動口１１に入球した遊技
球を検出する第一始動口スイッチ１１ａ、第二始動口１２に入球した遊技球を検出する第
二始動口スイッチ１２ａ、普通図柄作動ゲート１７を通過した遊技球を検出する普通図柄
作動スイッチ１７ａ、大入賞口１４に入球した遊技球を計数するためのカウントスイッチ
１４ａ、第一～第四の普通入賞口３１～３４に入球した遊技球を夫々検出する各入賞口ス
イッチ３１ａ～３４ａ、アウト口１０１に入球した遊技球を検出するアウト口スイッチ１
０１ａ、上記した発射球検出スイッチ１００等からの検出信号が入力される。
【００７３】
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　主制御装置８０は、そのＲＯＭに搭載されたプログラムに従って動作して、上記の検出
信号等に基づいて遊技の進行に関わる各種のコマンドを生成し、該コマンドを払出制御装
置８１、演出図柄制御装置８２、およびサブ統合制御装置８３へ出力する。また、主制御
装置８０は、図柄表示装置中継端子板９０を介して、第一特別図柄表示装置９、第二特別
図柄表示装置１０、および普通図柄表示装置７の表示制御を行うと共に、第一特別図柄保
留数表示装置１８、第二特別図柄保留数表示装置１９、および普図保留数表示装置８の点
灯制御を行う。さらに、主制御装置８０には、遊技盤中継端子板７４を介して、大入賞口
ソレノイド１４ｂおよび普通電動役物ソレノイド１２ｂも接続されている。主制御装置８
０は、大入賞口ソレノイド１４ｂを制御することで大入賞口１４の開閉を制御し、普通電
動役物ソレノイド１２ｂを制御することで第二始動口１２の開閉を制御する。主制御装置
８０からの出力信号は、図柄変動や大当り等の管理用の信号が外部接続端子７８に出力さ
れてホールコンピュータに送られる。
【００７４】
　払出制御装置８１は、主制御装置８０と双方向通信が可能に構成されており、主制御装
置８０から送信されるコマンドに応じて、払出装置７３の払出モータ２０を駆動させて賞
球を払い出す。本実施例では、賞球として払い出される遊技球を計数するための払出スイ
ッチ２１の検出信号が、主制御装置８０と払出制御装置８１とに入力され、両者で賞球の
計数を行う構成である。
【００７５】
　さらに、払出制御装置８１には、満杯スイッチ２２および球切れスイッチ２３からの信
号が入力される。満杯スイッチ２２は、下皿６３が満杯であることを検出するものであり
、この検出に伴って信号を払出制御装置８１に出力する。球切れスイッチ２３は、球タン
ク７１で遊技球の貯留量が少ないこと又は貯留量が無いことを検出するものであり、この
検出に伴って信号を払出制御装置８１に出力する。払出制御装置８１は、これら満杯スイ
ッチ２２および球切れスイッチ２３から信号を入力すると、払出モータ２０を駆動停止さ
せて、賞球の払出作動を停止させる。尚、満杯スイッチ２２および球切れスイッチ２３は
、前記検出した状態が解消されるまで信号を出力し続ける構成になっており、払出制御装
置８１は、該信号の入力停止によって、払出モータ２０の駆動を再開する。
【００７６】
　払出制御装置８１は、ＣＲユニット端子板２４を介してＣＲユニット５６と交信可能で
あり、貸出コマンドに応じて払出モータ２０を駆動させて貸球を払い出す。ＣＲユニット
端子板２４は、精算表示装置２５とも双方向通信可能接続されており、精算表示装置２５
に設けられた球貸スイッチと精算スイッチとからの信号が入力される。球貸スイッチは、
貸出ボタン５７の操作を検出して信号を出力するものであり、精算スイッチは、精算ボタ
ン５８の操作を検出して信号を出力するものである。また、払出制御装置８１は、発射制
御装置８４にも接続されており、所定契機で該発射制御装置８４へ発射停止コマンドを送
信する。
【００７７】
　発射制御装置８４は、発射モータ３０を制御して遊技球を遊技領域３に発射させるもの
である。この発射制御装置８４には、上記した払出制御装置８１の他に、発射ハンドル６
４からの回動量信号、タッチスイッチ２８からのタッチ信号、発射停止スイッチ２９から
の発射停止信号が入力される。回動量信号は、遊技者が発射ハンドル６４を回動操作する
ことで出力され、タッチ信号は、遊技者が発射ハンドル６４を触ることで出力され、発射
停止信号は、遊技者が発射停止スイッチ２９を押すことで出力される。尚、発射制御装置
８４は、タッチ信号を入力していなければ、遊技球を発射しないように制御すると共に、
発射停止信号が入力されているときにも、発射ハンドル６４の操作に関わらず、遊技球を
発射しないように制御している。
【００７８】
　サブ統合制御装置８３は、主制御装置８０から送信されたデータおよびコマンドを受信
し、これらを演出表示制御用、音制御用およびランプ制御用のデータに振り分けて、演出
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表示制御用のコマンドなどを演出図柄制御装置８２へ送信し、音制御用およびランプ制御
用のデータを自身に含まれている各制御部位（音声制御装置およびランプ制御装置しての
機能部品）に分配する。そして、音声制御装置としての機能部は、音声制御用のデータに
基づいて音ＬＳＩを作動させることによって、スピーカ６６から音声を出力制御し、ラン
プ制御装置としての機能部は、ランプ制御用のデータに基づいてランプドライバを作動さ
せることによって、各種ＬＥＤやランプ６５を発光制御する。
【００７９】
　さらに、サブ統合制御装置８３には、演出ボタンやジョグダイヤル等の操作を夫々検出
するスイッチが接続されており、各スイッチが遊技者による操作を検出すると、その信号
が入力される。
【００８０】
　演出図柄制御装置８２は、サブ統合制御装置８３から送信されたデータおよびコマンド
（主制御装置８０から送信されたものと、サブ統合制御装置８３で主制御装置８０からの
入力および演出ボタン等の入力に基づいて生成されたもの）に基づく制御を行い、擬似図
柄などの演出画像を演出図柄表示装置６の画面に表示される。尚、サブ統合制御装置８３
と主制御装置８０との間は、演出中継端子板７５を介して主制御装置８０からサブ統合制
御装置８３への一方向通信回路として構成され、サブ統合制御装置８３と演出図柄制御装
置８２との間は、サブ統合制御装置８３から演出図柄制御装置８２への一方向通信回路と
して構成されている。
【００８１】
　電源基板８５は、外部のＡＣ電源から供給される電力により直流電圧を生成する直流電
源として構成されており、該電源基板８５に設けられた電源スイッチの操作によってパチ
ンコ機１を構成する各部位に電力を供給する。この電源基板８５は、コンデンサなどから
構成されるバックアップ電源を備えており、ＡＣ電源から電力供給中に該バックアップ電
源に電力を蓄える。これにより、停電時には、主制御装置８０等（例えば、主制御装置８
０のＲＡＭ等）に電力供給し、ＡＣ電源からの電力供給が停止後も、一定期間にわたって
主制御装置８０のＲＡＭ内のデータが保持される。尚、バックアップ電源は、主制御装置
８０に設けても良いし、電源基板８５以外の他の装置に設けて良い。この場合には、電源
基板は、ＡＣ電源から電力供給されている状態で、バックアップ電源を備えた装置へ供給
信号を出力し、電力供給が停止した状態で、バックアップ電源を備えた装置へ停電信号を
出力する。
【００８２】
　次に、本実施例のパチンコ機１の動作について説明する。
【００８３】
　普通図柄作動ゲート１７を遊技球が通過（図４の普通図柄作動スイッチ１７ａが遊技球
を検知）すると、普通図柄表示装置７で普通図柄が変動表示を開始し、所定時間後に停止
した普通図柄が所定の当り態様であると、普通電動役物の羽根部材が駆動して、第二始動
口１２へ遊技球が入賞可能となる。ここで、普通電動役物の羽根部材は、一回の普通図柄
の当りによって、通常状態で０．２秒間の開放を一回実行し、時短状態で１秒間の開放を
三回実行する。
【００８４】
　第一始動口１１に遊技球が入球（図４の第一始動口スイッチ１１ａが遊技球を検出）す
ると、第一特別図柄表示装置９で第一特別図柄が変動を開始し、所定時間後に停止する。
また、第二始動口１２に遊技球が入球（図４の第二始動口スイッチ１２ａが遊技球を検出
）すると、第二特別図柄表示装置１０で第二特別図柄が変動を開始し、所定時間後に停止
する。こうした第一特別図柄および第二特別図柄の変動中は、演出図柄表示装置６で各特
別図柄の変動に連動した擬似図柄の演出変動を表示する。この演出図柄表示装置６での擬
似図柄の表示によって、各特別図柄の変動や当りハズレを認識できる。ここで、第一特別
図柄と第二特別図柄とは、第一始動口１１と第二始動口１２への入球順に関係無く、第二
特別図柄の変動を優先して実行する。具体的には、第一特別図柄の保留記憶がある場合、
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第二特別図柄の変動が停止し且つ該第二特別図柄の保留記憶が無い状態となって、保留記
憶されている第一特別図柄の変動を開始する。
【００８５】
　第一特別図柄表示装置９で停止した第一特別図柄および第二特別図柄表示装置１０で停
止した第二特別図柄が所定の大当り態様であると、大入賞口１４を開閉する大当り遊技を
実行する。また、演出図柄表示装置６では、第一特別図柄および第二特別図柄の当り態様
に対応する態様で擬似図柄が表示される。
【００８６】
　大当り遊技では、大入賞口１４を開閉する開閉ラウンドを一又は複数回繰り返し実行す
る。大入賞口１４には、後述する大入賞口ソレノイド１４ｂの駆動によって開閉作動する
扉部材が設けられており、該扉部材の開閉作動により、遊技球を入球可能な開放状態と入
球不能な閉鎖状態とに変換される。そして、扉部材による所定の開閉動作によって、一回
の開閉ラウンドが実行される。大当り遊技では、この開閉ラウンドが、１６ラウンド（１
６Ｒ）を上限として、一又は複数回繰り返される。ここで、大当り遊技で繰り返し実行さ
れる開閉ラウンドの継続回数は、本発明の要部にかかることから、その詳細は後述する。
尚、１６ラウンドが、本発明にかかる上限の回数値に相当する。
【００８７】
　また、本実施例のパチンコ機は、確率変動機として構成されている。すなわち、本構成
による遊技は、大入賞口１４を閉鎖した遊技と該大入賞口１４を開放する上記の大当り遊
技とに大別され、大入賞口１４を閉鎖した遊技には、通常確率状態（以下、通常状態とい
う）と、該通常状態に比べて特別図柄の当り確率が高くなる高確率状態（以下、確率変動
状態という）とが設定されており、大当り遊技の終了後に、該通常状態と確率変動状態と
のいずれかに移行する。ここで、確率変動状態は、特別図柄の当り態様が所定の確率変動
図柄による態様であった場合に、大当り遊技終了後に実行され、通常状態は、特別図柄の
当り態様が所定の非確率変動図柄による態様であった場合に、大当り遊技終了後に実行さ
れる。
【００８８】
　上記の通常状態では、大当り遊技から移行後に、規定回数（例えば、１００回）だけ特
別図柄および普通図柄の変動時間が短縮され、且つ普通電動役物の開放時間と開放回数と
が増加される時短状態となる。この時短状態では、特別図柄および普通図柄の変動時間（
変動開始から停止して当否結果が表示されるまでの時間）が短縮されることによって、一
定時間内で変動表示が行われる回数が増大する。そして、普通図柄の変動時間が短縮され
ることで、一定時間内で普通図柄が当りとなる回数が増加し、これに伴って普通電動役物
の作動回数も増える。さらに、上記のように普通電動役物の開放時間が長く（１秒間）且
つ開放回数が増加（三回）していることから、第二始動口１２に多数の遊技球が入賞し易
くなる。こうしたことから、時短状態では、特別図柄の変動回数が増えるため、遊技者が
有利な遊技を行い得る。
【００８９】
　上記の確率変動状態では、時短状態と同様に、特別図柄および普通図柄の変動時間が短
縮されると共に、普通電動役物の開放時間と開放回数とが増える。さらに、こうした時短
状態と同様の有利な作動に加えて、特別図柄が当り態様で停止する確率（後述の当選確率
に相当）が通常状態に比して高くなる。具体的には、通常状態では、この当選確率が１／
３００であることに対して、確率変動状態では、この当選確率が１／３０となるため、遊
技者にとって一層有利な遊技状態となる。
【００９０】
　また、各始動口１１，１２、大入賞口１４、および各普通入賞口３１～３４に遊技球が
入球すると、夫々に設定された数の賞球が払い出される。具体的には、第一始動口１１へ
の入球毎に３個の賞球が、第二始動口１２への入球毎に２個の賞球が、大入賞口１４への
入球毎に１３個の賞球が、第一普通入賞口３１と第二普通入賞口３２への入球毎に８個の
賞球が、第三普通入賞口３３への入球毎に１０個の賞球が、第四普通入賞口３４への入球
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毎に７個の賞球が払い出される。
【００９１】
　次に、主制御装置８０で実行される各種プログラムの処理について説明する。
【００９２】
　図５に、メインルーチンのフローチャートを示す。メインルーチンは、Ｓ１０～Ｓ２４
までの本処理と、該本処理を実行して余った時間内に時間の許す限り繰り返されるＳ２５
の残余処理とから構成され、２ｍｓ毎のハード割り込みにより定期的に実行される。マイ
コンによるハード割り込みが実行されると、先ず正常割込であるか否かを判断する（Ｓ１
０）。この判断処理は、メモリとしてのＲＡＭの所定領域の値が所定値であるか否かを判
断することにより行われ、マイコンにより実行される処理が本処理に移行したとき、通常
の処理を実行して良いか否かを判断するためのものである。
【００９３】
　ここで、否定判定（すなわち、正常割り込みでないと判定）されると（Ｓ１０：Ｎｏ）
、初期設定（Ｓ１１）を実行し、残余処理（Ｓ２５）に移行する。この初期設定では、例
えば、上記ＲＡＭの所定領域への所定値の書き込み、特別図柄および普通図柄を初期図柄
とする等のＲＡＭの作業領域への各初期値の書き込み等が実行される。一方、肯定判定（
すなわち、正常割り込みであると判定）されると（Ｓ１０：Ｙｅｓ）、初期値乱数の更新
処理（Ｓ１２）、大当り決定用乱数の更新処理（Ｓ１３）、第一大当り図柄決定用乱数の
更新処理（Ｓ１４）、第二大当り図柄決定用乱数の更新処理（Ｓ１５）、継続回数決定用
乱数の更新処理（Ｓ１６）、小当り図柄判定用乱数の更新処理（Ｓ１７）、当り決定用乱
数の更新処理（Ｓ１８）、リーチ判定用乱数の更新処理（Ｓ１９）、変動パターン決定用
乱数の更新処理（Ｓ２０）、入賞確認処理（Ｓ２１）、当否判定処理（Ｓ２２）、画像出
力処理等の各出力処理（Ｓ２３）、不正監視処理（Ｓ２４）を行って、次に割り込み信号
が入力されるまでの残余時間内で初期値乱数の更新処理（Ｓ２５）をループ処理する。尚
、Ｓ１６の継続回数決定用乱数は、本発明の要部にかかり、詳細は後述する。
【００９４】
　メインルーチンの入賞確認処理（Ｓ２１）では、サブルーチンとして、図６に示す始動
入賞処理が実行される。この始動入賞処理は、第一始動口１１および第二始動口１２に遊
技球が入球したとき、又は普通図柄作動ゲート１７を遊技球が通過したときに取得する当
否判定等の各種乱数値を、保留記憶として記憶する。ここで、第一始動口１１に遊技球が
入球したときに記憶される保留記憶を第一保留記憶とし、第二始動口１２に遊技球が入球
したときに記憶される保留記憶を第二保留記憶とし、普通図柄作動ゲート１７を遊技球が
通過したときに記憶される保留記憶を普図保留記憶とする。各保留記憶の上限数は、四個
である。
【００９５】
　始動入賞処理では、第一始動口スイッチ１１ａが遊技球を検出したか否かを判定する（
Ｓ５０）。否定判定ならば（Ｓ５０：Ｎｏ）、Ｓ６０へ進む。Ｓ５０が肯定判定ならば（
Ｓ５０：Ｙｅｓ）、主制御装置８０に記憶されている第一保留記憶の数が上限数（＝四個
）未満か否かを判定する（Ｓ５１）。否定判定ならば（Ｓ５１：Ｎｏ）、Ｓ６０へ進み、
肯定判定ならば（Ｓ５１：Ｙｅｓ）、抽出乱数保留記憶処理（Ｓ５２）を実行する。この
抽出乱数保留記憶処理では、大当り決定用乱数値、第一大当り図柄決定用乱数値、第二大
当り図柄決定用乱数値、継続回数決定用乱数値、小当り図柄判定用乱数値、リーチ決定用
乱数値、および変動パターン決定用乱数値を抽出して、第一保留記憶として記憶し、第一
保留記憶の数を示す第一保留記憶カウンタに１を加算する。さらに、第一保留数指示コマ
ンド送信処理（Ｓ５３）を実行して、Ｓ５２で加算した第一保留記憶カウンタの値を示す
第一保留数指示コマンドを、サブ統合制御装置８３に送信する。
【００９６】
　同様に、第二始動口スイッチ１２ａが遊技球が検出したか否かを判定する（Ｓ６０）。
否定判定ならば（Ｓ６０：Ｎｏ）、Ｓ７０へ進む。Ｓ６０が肯定判定ならば（Ｓ６０：Ｙ
ｅｓ）、主制御装置８０に記憶されている第二保留記憶の数が上限数（＝四個）未満か否
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かを判定する（Ｓ６１）。否定判定ならば（Ｓ６１：Ｎｏ）、Ｓ７０へ進み、肯定判定な
らば（Ｓ６１：Ｙｅｓ）、抽出した大当り決定用乱数値、第一大当り図柄決定用乱数値、
第二大当り図柄決定用乱数値、継続回数決定用乱数値、小当り図柄判定用乱数値、リーチ
決定用乱数値、および変動パターン決定用乱数値を第二保留記憶として記憶し、第二保留
記憶の数を示す第二保留記憶カウンタに１を加算する抽出乱数保留記憶処理（Ｓ６２）を
実行する。さらに、第二保留数指示コマンド送信処理（Ｓ６３）を実行して、Ｓ６２で加
算した第二保留記憶カウンタの値を示す第二保留数指示コマンドを、サブ統合制御装置８
３に送信する。
【００９７】
　さらに、普通図柄作動スイッチ１７ａが遊技球を検出したか否かを判定する（Ｓ７０）
。否定判定ならば（Ｓ７０：Ｎｏ）、リターンに抜け、肯定判定ならば（Ｓ７０：Ｙｅｓ
）、主制御装置８０に記憶されている普図保留記憶数が上限値＝四個）未満か否かを判定
する（Ｓ７１）。否定判定ならば（Ｓ７１：Ｎｏ）、リターンに抜け、肯定判定ならば（
Ｓ７１：Ｙｅｓ）、抽出した当り判定用乱数値と当り図柄決定用乱数値とを普図保留記憶
として記憶し、普図保留記憶数を示す普図保留記憶カウンタに１加算し（Ｓ７２）、加算
した普図保留記憶カウンタの値を示す普図保留数指示コマンドを、サブ統合制御装置８３
に送信し（Ｓ７３）、リターンする。
【００９８】
　尚、サブ統合制御装置８３は、第一保留数指示コマンド、第二保留数指示コマンド、お
よび普図保留数指示コマンドを受信すると、受信したコマンドが示す保留記憶数に応じて
、第一特別図柄保留数表示装置１８、第二特別図柄保留数表示装置１９、および普図保留
数表示装置８を点灯させるために必要な処理を行う。
【００９９】
　本実施例では、上述したように始動入賞処理で、各乱数値（大当り決定用乱数値、第一
大当り図柄決定用乱数値、第二大当り図柄決定用乱数値、継続回数決定用乱数値、小当り
図柄判定用乱数値、リーチ決定用乱数値、および変動パターン決定用乱数値）を取得する
ようにしたが、これに限らず、これら乱数値を後述の当否判定処理で取得するようにして
も良い。
【０１００】
　メインルーチンの当否判定処理（Ｓ２２）では、図７に示すサブルーチンの処理を実行
する。この当否判定処理は、第一始動口スイッチ１１ａ又は第二始動口スイッチ１２ａで
の遊技球検出により抽出された各乱数値に基づいて特別遊技を実行するか否かを判定（抽
出した乱数値により大当りかハズレかを判定）する処理であり、本発明にかかる大当り判
定手段に相当する。そして、この当否判定処理における大当りが、本発明にかかる当りに
相当する。
【０１０１】
　当否判定処理では、特別図柄の始動条件が成立しているか否かを判定する（Ｓ１００）
。ここで、特別図柄の始動条件は、大当り遊技中、第一特別図柄および第二特別図柄が変
動中、該第一特別図柄および第二特別図柄が確定停止中のいずれでもないことである。す
なわり、Ｓ１００の判定処理では、大当り遊技中でないこと、第一特別図柄および第二特
別図柄が変動中または確定表示中でないことを確認する。否定判定ならば（Ｓ１００：Ｎ
ｏ）、リターンに抜け、肯定判定ならば（Ｓ１００：Ｙｅｓ）、第二保留記憶があるか否
かを判定する（Ｓ１０１）。第二保留記憶があると（Ｓ１０１：Ｙｅｓ）、Ｓ１０３へ進
み、第二保留記憶がないと（Ｓ１０１：Ｎｏ）、第一保留記憶があるか否かを判定する（
Ｓ１０２）。第一保留記憶がない場合には（Ｓ１０２：Ｎｏ）、リターンに抜ける。第一
保留記憶があると（Ｓ１０２：Ｙｅｓ）、Ｓ１０３に進む。このように本実施例は、Ｓ１
０１とＳ１０２との判定順により、第二保留記憶の当否判定を優先して実行する構成であ
る。尚、こうした当否判定の優先順序は適宜変更可能であるだけでなく、複数の特別図柄
を同時に変動可能な構成とすれば、優先順序を設ける必要も無い。又、本実施例は、複数
の特別図柄をもうけたが、一の特別図柄を有する構成であっても、本発明に何ら変わりは
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ない。
【０１０２】
　Ｓ１０３では、保留記憶のシフト処理を行う。この処理では、最も古い保留記憶を当否
判定の対象とすると共に、保留記憶数を示す保留記憶カウンタから１減算する。続く大当
り決定用乱数比較処理（Ｓ１０４）では、当否判定の対象とした保留記憶の大当り決定用
乱数値と予め設定された当否判定テーブルとを比較して、判定対象の大当り決定用乱数値
が当否判定テーブル内の判定値と一致するか否かを確認する。当否判定テーブルは、通常
確率（当選確率が１／３００）用と高確率（当選確率が１／３０）用の二種類が設定され
ており、当否判定時の遊技状態が通常状態（確変フラグ＝０）であれば、通常確率用の当
否判定テーブルを有効として使用し、確率変動状態（確変フラグ＝１）であれば、高確率
用の当否判定テーブルを有効として使用する。
【０１０３】
　この大当り決定用乱数比較処理により比較した結果が、大当り（判定値と一致）してい
ると（Ｓ１０５：Ｙｅｓ）、図柄モード設定処理（Ｓ１０６）を行う。図柄モード設定処
理では、当否判定の対象した保留記憶の種類（第一保留記憶、又は第二保留記憶）と当該
保留記憶の第一大当り図柄決定用乱数値とに基づいて、大当り遊技の内容と大当り遊技終
了後の遊技状態を決定する図柄モードとを決定する。続いて大当り図柄選択処理（Ｓ１０
７）を行う。大当り図柄選択処理では、設定した図柄モードの種類と当否判定の対象とな
る保留記憶の第二大当り図柄決定用乱数値とに基づいて、前記図柄モード設定処理で決定
した大当りの種類（大当り遊技の内容と大当り遊技終了後の遊技状態）を報知するための
大当り図柄を、該図柄モードの種類毎に設定された図柄群の中から決定する。続いてモー
ドバッファ設定処理（Ｓ１０８）を行う。モードバッファ設定処理では、前記図柄モード
設定処理（Ｓ１０６）で設定した図柄モードに基づいて、モードバッファを設定する。こ
こで、モードバッファは、図柄モード設定処理で決定した大当り遊技終了後の遊技状態の
内容（すなわち、確変フラグ、確変カウンタ、時短フラグ、時短カウンタ）を、大当り遊
技終了時まで一時的に記憶する装置である。これは、大当り遊技中の状態を、通常状態と
同じ状態としておく必要があるためである。
【０１０４】
　続いて開放パターン設定処理（Ｓ１０９）を行う。この開放パターン設定処理では、大
当り遊技の内容となる大入賞口１４の開放パターンを設定する。続いて変動パターン選択
処理（Ｓ１１０）を行う。変動パターン選択処理では、当否判定の対象とした保留記憶の
リーチ判定用乱数値および変動パターン決定用乱数値に基づいて、第一特別図柄表示装置
９又は第二特別図柄表示装置１０、および演出図柄表示装置６に表示する図柄の変動パタ
ーンを、変動パターン選択テーブルから選択する。ここで、変動パターン選択処理では、
時短および確変状態と、通常状態とでは、有効とする変動パターン選択テーブルが異なり
、時短および確変状態では、通常よりも短い変動時間の変動パターンが選択される。こう
して選択した変動パターンによって、第一特別図柄または第二特別図柄、および擬似図柄
の変動時間が決まる。尚、時短および確変状態と、通常状態とでは、有効とする変動パタ
ーン選択テーブルが異なるのみである。次に、こうして決定した大当り図柄および変動パ
ターンを示す情報を、変動指示信号（変動指示コマンド）としてサブ統合制御装置８３へ
送信する（Ｓ１１１）。サブ統合制御装置８３は、受信した変動指示コマンドに基づいて
、演出図柄制御装置８２へコマンドを送信し、該演出図柄制御装置８２は、受信した該コ
マンドに従って演出図柄表示装置６を駆動制御して、大当り図柄および変動パターンの情
報に対応する擬似図柄の変動表示を開始する。また、前記したサブ統合制御装置８３の変
動指示コマンドの送信とほぼ同時に、主制御装置８０は、第一特別図柄表示装置９または
第二特別図柄表示装置１０を直接的に駆動制御して第一特別図柄または第二特別図柄の変
動を開始する。
【０１０５】
　一方、上記した大当り決定用乱数比較処理により比較した結果が、ハズレ（判定値と不
一致）であると（Ｓ１０５：Ｎｏ）、当該結果が小当りであるか否か判定する。この判定
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結果が当りならば（Ｓ１２０：Ｙｅｓ）、小当り図柄を選択する小当り図柄選択処理（Ｓ
１２１）を行う。続いて上記の開放パターン設定処理（Ｓ１０９）を行って、小当り遊技
の開放パターンを設定し、上記の変動パターン選択処理（Ｓ１１０）を行って、小当り図
柄に対応する変動パターンを選択する。そして、小当り図柄および変動パターンの情報を
示す変動指示コマンドをサブ統合制御装置８３へ送信する（Ｓ１１１）。これにより、上
記した大当りの場合と同様に、演出図柄表示装置６を駆動制御して、小当り図柄および変
動パターンの情報に対応する擬似図柄の変動表示を開始する。また、主制御装置８０は、
第一特別図柄または第二特別図柄の変動を開始する。
【０１０６】
　さらに、上記した小当りの判定結果がハズレならば（Ｓ１２０：Ｎｏ）、ハズレ図柄選
択処理（Ｓ１２２）を行って、ハズレ図柄を選択する。そして、上記の変動パターン選択
処理（Ｓ１１０）を行って、ハズレ図柄に対応する変動パタンを選択し、ハズレ図柄およ
び変動パターンの情報を示す変動指示コマンドをサブ統合制御装置８３へ送信する。これ
により、演出図柄表示装置６を駆動制御して、ハズレ図柄および変動パターンの情報に対
応する擬似図柄の変動表示を開始する。また、主制御装置８０は、第一特別図柄または第
二特別図柄の変動を開始する。
【０１０７】
　次に、図８～図１１に示す特別遊技処理について説明する。特別遊技処理は、上記した
当否判定処理により大当りとなった場合に、該当否判定処理の終了に伴って主制御装置８
０により実行される。この特別遊技処理が、本発明にかかる特別遊技制御手段に相当する
。
【０１０８】
　特別遊技処理では、先ず役物連続作動装置が作動中か否かを判定し（Ｓ２００）、否定
判定ならば（Ｓ２００：Ｎｏ）、リターンに抜け、肯定判定ならば（Ｓ２００：Ｙｅｓ）
、大入賞口１４が開放中か否かを判定する（Ｓ２０１）。大入賞口１４が開放されていな
ければ（Ｓ２０１：Ｎｏ）、インターバル中であるか否かを判定し（Ｓ２０２）、インタ
ーバル中でないならば（Ｓ２０２：Ｎｏ）、大当り終了演出中か否かを判定する（Ｓ２０
３）。大当り終了演出中でないならば（Ｓ２０３：Ｎｏ）、大当り開始演出時間が終了し
たか否かを判定し（Ｓ２０４）、大当り開始演出時間が終了していないならば（Ｓ２０４
：Ｎｏ）、リターンに抜け、該大当り開始演出時間が終了していれば（Ｓ２０４：Ｙｅｓ
）、大入賞口を開放させる大入賞口開放処理（Ｓ２０５）を行い、サブ統合制御装置８３
へ開放開始信号を送信して（Ｓ２０６）、リターンする。
【０１０９】
　上記の特別遊技処理で大入賞口１４が開放中であると（Ｓ２０１：Ｙｅｓ）、図９のＳ
２１０へ進み、大入賞口１４の内部に設けたカウントスイッチ１４ａが遊技球を検出した
か否かを判定する。ここで、カウントスイッチ１４ａが遊技球を検出していると（Ｓ２１
０：Ｙｅｓ）、大入賞口１４への入賞個数が規定入賞数（９個）に達したか否かを判定す
る（Ｓ２１１）。そして、カウントスイッチ１４ａが遊技球を検出していない場合（Ｓ２
１０：Ｎｏ）、または前記規定入賞数に達していない場合（Ｓ２１１：Ｎｏ）には、大入
賞口１４の開放時間が終了したか否かを判定し（Ｓ２１２）、開放時間が終了していない
ならば（Ｓ２１２：Ｎｏ）、リターンに抜ける。一方、大入賞口１４への入賞個数が規定
入賞数に達した場合（Ｓ２１１：Ｙｅｓ）、又は開放時間が終了した場合（Ｓ２１２：Ｙ
ｅｓ）には、大入賞口１４を閉鎖する大入賞口閉鎖処理（Ｓ２１３）を行い、前記入賞個
数をクリアする。そして、大当りインターバル演出の開始を指示するコマンドを、サブ統
合制御装置８３へ送信し（Ｓ２１４）、リターンする。
【０１１０】
　上記の特別遊技処理でインターバル中であると（Ｓ２０２：Ｙｅｓ）、図１０のＳ２２
０に進み、大当りインターバル時間が終了したか否かを判定し、否定判定ならば（Ｓ２２
０：Ｎｏ）、リターンに抜ける。一方、大当りインターバル時間が終了していると（Ｓ２
２０：Ｙｅｓ）、大当り遊技の最終ラウンドが終了したか否かを判定し（Ｓ２２１）、最
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終ラウンドが終了したならば（Ｓ２２１：Ｙｅｓ）、サブ統合制御装置８３に大当り終了
演出を指示するコマンドを送信して大当り遊技を終了する大当り終了演出処理（Ｓ２２２
）を行う。最終ラウンドの終了でなければ（Ｓ２２１：Ｎｏ）、サブ統合制御装置８３に
ラウンドの演出開始を指示するコマンドを送信すると共に大入賞口１４を開放する大入賞
口開放処理（Ｓ２２３）を行う。
【０１１１】
　上記の特別遊技処理で大当り終了演出中であると（Ｓ２０３：Ｙｅｓ）、図１１のＳ２
３０に進み、大当り終了演出の時間が終了したか否かを判定する。大当り終了演出の時間
が終了していないならば（Ｓ２３０：Ｎｏ）、リターンに抜け、終了していると（Ｓ２３
０：Ｙｅｓ）、役物連続作動装置の作動を停止する処理（Ｓ２３１）を行う。続いて、上
記した当否判定処理のモードバッファ設定処理（Ｓ１０８）で設定したモードバッファを
参照し（Ｓ２３２）、確変フラグ、確変カウンタ、時短フラグ、時短カウンタを設定し（
Ｓ２３３～Ｓ２３６）、モードバッファをクリアする（Ｓ２３７）。さらに、サブ統合制
御装置８３に、大当り遊技の終了を示す終了コマンドを送信し（Ｓ２３８）、大当りフラ
グをクリアする（Ｓ２３９）。
【０１１２】
　このように主制御装置８０が実行する処理によって、遊技が進行する。尚、上述した以
外の主制御装置８０で行われる処理や、他の制御装置で行われる処理については、従来か
ら公知の処理を適用できることから、その詳細については省略する。
【０１１３】
　次に、本発明の要部について説明する。
【０１１４】
　本実施例１のパチンコ機１の仕様の、本発明の要部にかかる一部を、図１２に示す。具
体的には、上述したように、第一始動口１１および第二始動口１２への遊技球入球を契機
として当否判定（上記した当否判定処理）における当選確率は、通常状態で１／３００、
確率変動状態で１／３０に設定されている。また、第一から第四の各普通入賞口３１～３
４、第一始動口１１、第二始動口１２、大入賞口１４の各賞球数は、上述したように夫々
設定されている。
【０１１５】
　また、本実施例１の構成では、第一始動口１１および第二始動口１２を狙って遊技球を
発射した場合における該第一始動口１１および第二始動口１２への入賞率が１／１５～１
／８となるように設定されていると共に、遊技領域３へ遊技球を発射した際におけるベー
ス値が５０％を基準値とするように設定されている。
【０１１６】
　第一始動口１１および第二始動口１２の入賞率は、各始動口１１，１２を狙って１００
個の遊技球を発射した場合に、各始動口１１，１２に入球する個数によって決まる。そし
て、本実施例１の第一始動口１１は、発射個数１００個に対して８個入賞可能があるよう
に設定されており、その入賞率が約１／１２である。一方、第二始動口１２は、上述した
ように普通電動役物により構成されていることから、該普通電動役物の閉鎖状態では入賞
できないものの、該普通電動役物の開放状態では、該第二始動口１２を狙って遊技球を発
射することで、発射個数１００個に対して１２個入賞可能であるように設定されている。
この場合の入賞率は、約１／８である。こうした入賞率となるように、第一始動口１１お
よび第二始動口１２の配設位置が設定され、かつ遊技釘４の配設位置や個数が設定されて
いる。
【０１１７】
　一方、上記したベース値は、大入賞口１４を開放していない状態（すなわち、大当り遊
技中を除く遊技状態）で、所定の単位期間で遊技領域３に発射した遊技球数に対して、発
生した賞球数の割合である。具体的には、前記状態で、１分間に１００個の遊技球を発射
した場合に、発生する賞球数の割合として得られる値である。すなわち、ベース値が５０
％であるとは、１分間に１００個発射して、５０個の賞球が発生することを示す。尚、ベ
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ース値は、比較的長時間に亘って遊技球を発射した場合の平均値であることから、常に正
確な賞球数の発生を示すものでなく、ある程度の幅で変化する。そのため、実際には、ベ
ース値の基準値（５０％）に対して前後５％～１０％程度の幅で変化することもあり得る
。
【０１１８】
　本実施例１のパチンコ機１は、ベース値の基準値が５０％となるように、第一～第四普
通入賞口３１～３４と遊技釘４とが配設されると共に、入賞一個に応じて発生させる賞球
個数が設定されている。
【０１１９】
　さらに、本実施例１の構成では、上記した大当り遊技で実行される開閉ラウンドの継続
回数の期待値が、最大ラウンド数（１６Ｒ）の３５％～６０％となるように、該開閉ラウ
ンドの継続回数を制御している。ここで、期待値は、所定数（できるだけ多数）の大当り
遊技を行った場合に、一回の大当り遊技で平均して実行される開閉ラウンドの継続回数を
示す。具体的には、開閉ラウンドの継続回数の期待値が約８．５回となるように、該開閉
ラウンドの継続回数を制御している。尚、最大ラウンド数（１６Ｒ）が、本発明にかかる
上限の所定回数値に相当する。
【０１２０】
　本実施例１では、上記した開閉ラウンドの継続回数を、第一始動口１１および第二始動
口１２への入球に伴って抽出した継続回数決定用乱数値により、決定している。この継続
回数決定用乱数値により継続回数を決定する処理を、以下に説明する。
【０１２１】
　メインルーチンでは、図５に示すように、継続回数決定用乱数値の更新処理（Ｓ１６）
を行う。図６の始動入賞処理では、第一始動口スイッチ１１ａの遊技球検出に伴って実行
する抽出乱数保留記憶処理（Ｓ５２）で、継続回数決定用乱数値を抽出し、他の乱数値と
ともに第一保留記憶して記憶する。同様に、第二始動口スイッチ１２ａの遊技球検出によ
る抽出乱数保留記憶処理（Ｓ６２）でも、継続回数決定用乱数値を抽出し、他の乱数値と
共に第二保留記憶として記憶する。図７の当否判定処理では、大当り決定用乱数比較処理
（Ｓ１０４）での判定により大当り判定された場合（Ｓ１０５：Ｙｅｓ）、開放パターン
設定処理（Ｓ１０９）で、保留記憶の継続回数決定用乱数値を有効として、該継続回数決
定用乱数値に従って開放ラウンドの継続回数値を決定して記憶する。図８～１１の特別遊
技処理では、大入賞口開放処理（Ｓ２０５、Ｓ２２３）で大入賞口１４を開放開始する毎
に、継続カウンタに１加算し、該継続カウンタが前記開放パターン設定処理で決定した継
続回数値に達すると、最終ラウンドとして認識する。こうした処理により、大当り遊技で
は、継続回数決定用乱数値により、開閉ラウンドの継続回数が制御している。
【０１２２】
　ここで、開放パターン設定処理（Ｓ１０９）では、当否判定の対象した保留記憶の継続
回数決定用乱数値を、予め設定された図１３の継続回数決定テーブルと比較して、比較対
象の前記継続回数決定用乱数値と一致する継続回数決定テーブル内の判定値を選定する。
具体的には、継続回数決定用乱数値は、０～９９までのいずれかを抽出するように設定さ
れており、継続回数決定テーブルには、この０～９９の判定値に夫々対応付けられて、継
続回数値が設定されている。この継続回数決定テーブルによる乱数抽選では、６回～９回
の継続回数値を抽出する抽選確率が高く、開閉ラウンドの継続回数の期待値が約８．５回
となるように設定されている。また、この乱数抽選では、継続回数値が前記期待値よりも
多くなるにつれて、抽選確率が徐々に低くなるものの、最大ラウンド数（１６Ｒ）となる
場合もあり得る。同様に、前記期待値よりも少なくなるにつれて、抽選確率が徐々に低く
なるものの、開閉ラウンドが最低の一回で終了することも極めて低い確率であり得る。尚
、本実施例１にあって、継続回数値決定用乱数値と前記継続回数決定テーブルとを用いて
開閉ラウンドの継続回数を決定する開放パターン設定処理が、本発明にかかる継続制御手
段に相当する。
【０１２３】
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　このように本実施例１の構成では、大当り遊技で実行する開閉ラウンドの継続回数を、
その期待値が最大ラウンド数（１６Ｒ）の約５３％（約８．５Ｒ）となるように制御して
いることから、一回の大当りで発生する賞球数を抑制することができる。この抑制効果は
、確率変動状態となることで複数回連続して大当りが発生した場合でも同様に生ずる。こ
うした大当り遊技中における賞球数の抑制によって、遊技の健全性を向上させるためにベ
ース値を高くすることで発生する遊技店の利益低下を、補うことができる。
【０１２４】
　尚ここで、現実に遊技店で使用されているパチンコ機では、３０％が上記ベース値の限
界と考えられていた。これは、現状で、大当りの発生により多大な賞球を獲得できる遊技
を遊技者が求める傾向が強いことから、遊技店の利益を確保できるように、大当りの発生
までに多くの遊技球を消費させるためである。具体的には、ベース値を３０％に抑えるこ
とで、大当り発生までに多くの遊技球を消費させる反面、大当りが発生すると、上記した
大当り遊技で多数の賞球を獲得でき、さらに確率変動状態となって大当りが連続すれば、
多大な賞球を獲得できるようになっている。換言すれば、大当りにより払い出される多大
な賞球量を、３０％のベース値により大当り前に消費される遊技球の消費量によって、バ
ランスをとっていた。こうした従来のパチンコ機では、遊技の健全性を向上させることを
目的としてベース値を３０％よりも高い値に設定しようとすると、遊技店の利益を確保す
るために、当否判定の当選確率を低く設定したり、始動口への遊技球の入賞率を低くする
ことによって、大当りを発生し難くすること（大当りの発生確率の低下）が一般的である
。しかし、前記当選確率は、規格として設定されていることから、従来よりも低く設定す
ることができない。また、始動口への入賞率は、従来よりも低く設定することが可能であ
るが、該入賞率を低くしてしまうと、特別図柄の変動回数が低減してしまう。すなわち、
始動口への入賞率を低く設定すると、単位時間（又は、単位発射数）当りで発生する特別
図柄の変動回数の平均値（所謂、ボーダーライン）が従来よりも低減し、大当りの発生ま
でに要する時間が増加する傾向となる。この現象は、大当りの発生を求める遊技者に比較
的容易に気付かれ易く、遊技者に忌避されてしまう虞が高い。そのため、前記のように特
別図柄の変動回数が従来よりも低減する機台は、遊技者に避けられてしまい、遊技店の利
益低下の一因となるだけでなく、遊技者の遊技離れを誘発する虞もあった。こうしたこと
から、従来、遊技の健全性と遊技店の利益確保とを両立するためには、３０％がベース値
の限界であった。
【０１２５】
　上記従来の構成に比して、本実施例１の構成では、ベース値を高くして遊技の健全性を
向上できると共に、開閉ラウンドの継続回数を制御することで遊技店の利益を確保できる
。さらに、本実施例１の構成は、大当り判定の当選確率を従来と同様とすると共に、第一
始動口１１および第二始動口１２への入賞率も比較的高いままとしている。そのため、短
時間（又は、単位発射数）当りで発生する特別図柄の変動回数が前記従来構成よりも低下
せず、遊技者の遊技に対する期待感を保つことができるから、該遊技者に避けられてしま
うことも防ぎ得る。したがって、本実施例１の構成によれば、遊技店の利益を確保しつつ
、遊技の健全性を向上できる。
【０１２６】
　さらに、本実施例１の構成は、開閉ラウンドの継続回数を、その期待値が約８．５回（
最大ラウンド数の約５３％）となるように制御しているものであり、該継続回数が大当り
毎に抽出した継続回数決定乱数値に従って、１Ｒ～最大の１６Ｒまでのいずれかに決定さ
れる。そして、この開閉ラウンドの継続回数は、乱数抽選で決まることから、開閉ラウン
ドの終了するまで遊技者に分からない。そのため、大当り発生した後であっても、大当り
遊技の終了までの間で、開閉ラウンドができるだけ多く継続することを望む遊技者の期待
感を、効果的に刺激できる。すなわち、本構成によれば、大当り発生から大当り遊技終了
までの間で、開閉ラウンドの継続を遊技者に期待させるという、従来に無い新たな遊技性
を提供できる。そして、従来構成と比較すると、従来のパチンコ機は、大当りの発生まで
が遊技者の期待感を刺激する主な遊技性であったことに対して、本実施例１の構成は、従
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来と同様の大当り発生までの遊技性に加えて、大当り発生後に前記した新たな遊技性も提
供できるものである。
【０１２７】
　このように本実施例１のパチンコ機１によれば、遊技店の利益を確保しつつ、遊技の健
全性を向上できるという効果が発揮されると共に、従来からの大当り発生までの遊技性に
加えて、大当り発生後に遊技者の期待感を効果的に刺激できる新たな遊技性が生ずること
で、遊技の興趣性を著しく向上するという効果が発揮される。
【０１２８】
　尚、本実施例１の構成は、上述したように、ベース値を５０％として設定したものであ
るが、４０％～６０％の範囲であれば、適宜設定できる。ここで、ベース値を４０％より
低く設定すると、従来（３０％）との差が比較的小さくなるため、遊技の健全性を高くす
るいう意義があいまいになり易い。さらに、遊技店の利益率が高くなるため、開閉ラウン
ドの継続回数の期待値とのバランスも良くない。一方、ベース値を６０％よりも高くする
と、遊技店の利益が著しく低くなってしまう。ここで、遊技店の利益を確保するためには
、開閉ラウンドの継続回数の期待値をさらに低くしなければならないが、これでは大当り
となっても遊技者の獲得利益が少なくなりすぎるため、遊技者に避けられる傾向が著しく
高くなってしまう。こうしたことから、ベース値は４０％～６０％に設定して、開閉ラウ
ンドの継続回数の期待値とバランス良くすることが良い。
【０１２９】
　また、開閉ラウンドの継続回数の期待値も、最大ラウンドの３５％～６０％の範囲内で
あれば、適宜設定可能である。この期待値にあっても、最大ラウンドの３５％よりも低く
すると、上記のように遊技者の獲得利益が低下して、遊技者に避けられてしまい易い。一
方、最大ラウンドの６０％よりも高くすると、遊技店の利益が低下するため、ベース値を
低下させねばならず、該ベース値とのバランスが良くない。同様に、始動口への入賞率も
、本実施例に限らず、１／１５～１／８の範囲内で適宜設定できる。この入賞率を１／１
５より低くすると、特別図柄が変動し難くなるため、遊技者に避けられ易くなる一方、１
／８よりも高くすると、遊技店の利益が低下する。こうしたから、前記範囲で入賞率を設
定することが、遊技のバランスとして良い。
【実施例２】
【０１３０】
　実施例２の構成は、大入賞口１４の内部に遊技球を通過可能な継続領域１２１を備え、
開閉ラウンドで該継続領域１２１への遊技球通過が次の開閉ラウンドを実行するラウンド
継続条件としたものであり、このラウンド継続条件により継続する開閉ラウンドの継続回
数の期待値が、最大ラウンド数（１６Ｒ）の３５％～６０％となるように設定されている
。
【０１３１】
　大入賞口１４の内部には、図１４に示すように、該大入賞口１４に入球した遊技球が通
過可能な一般領域１２０と継続領域１２１とを備え、一般領域１２０は遊技球を常時かつ
容易に通過可能に設けられる一方、継続領域１２１は該一般領域１２０に比して遊技球を
通過できる確率（以下、通過率）が低くなるように設けられている。本実施例２では、こ
の継続領域１２１への遊技球の通過率によって、開閉ラウンドの継続回数の期待値が最大
ラウンド数の３５％～６０％となるように、該継続回数を制御したものである。
【０１３２】
　具体的には、大入賞口１４の内部に、継続領域１２１への遊技球を通過可能な開放状態
と通過不能な閉鎖状態とに開閉される開閉部材１２２を設け、該開閉部材１２２をモータ
１２３により該開放状態と閉鎖状態とに開閉作動する。主制御装置８０が、このモータ１
２３（図１５参照）を駆動制御することで、継続領域１２１に遊技球を通過可能な開放状
態と通過不能な閉鎖状態とに変換させる。この駆動制御によって、開閉ラウンドの継続回
数が少ない場合で継続領域１２１へ遊技球が通過し易く、該継続回数が増加するにつれて
徐々に継続領域１２１へ遊技球が通過し難くなるようにする。こうした継続領域１２１の
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開閉作動を制御することにより、継続領域１２１への遊技球の通過率を制御すると共に、
開閉ラウンドの継続回数が増えるにつれて、該通過率が徐々に低くなるように制御する。
そして、一回の大当り遊技で実行される開閉ラウンドの継続回数の期待値が、６回（６Ｒ
）～９回（９Ｒ）となるように制御している。
【０１３３】
　本実施例２では、開閉ラウンドの各ラウンドに応じて、単位時間当り所定数回で開放状
態が発生するように、前記モータ１２３を駆動制御している。例えば、開閉ラウンドの１
Ｒ～３Ｒでは、単位時間（１０秒間）当りで１秒間の開放作動を８回実行するように駆動
制御し、４Ｒ～５Ｒでは、１０秒間当りで１秒間の開放作動を６回実行するように駆動制
御し、６Ｒ～９Ｒでは、１０秒間当りで１秒間の開放作動を４回実行するように駆動制御
し、１０Ｒ～１２Ｒでは、１０秒間当りで１秒間の開放作動を２回実行するように駆動制
御し、１３Ｒ～１５Ｒでは、１０秒間当りで０．５秒間の開放作動を１回実行するように
駆動制御する。このように各ラウンドでモータ１２３を駆動制御するための複数の継続開
放パターンが予め設定されており、各ラウンドを開始する時点で、各ラウンドに応じた継
続開放パターンが選択され、選択された継続開放パターンに従って継続領域１２１の開閉
作動が実行される。
【０１３４】
　尚、本実施例２にあって、継続領域１２１を開閉する開閉部材１２２およびモータ１２
３により、本発明の誘導機構が構成されている。また、上記した継続領域１２１の開閉作
動制御としては、単位時間当りの開放作動回数や開放時間を適宜変更して設定することも
可能である。さらにまた、こうした開閉制御は、上記した単位時間当り所定数回で開放状
態とする制御に限らず、他の制御態様とすることも可能である。例えば、単位時間当りで
所定時間継続して開放状態とするようにしても良い。
【０１３５】
　また、本実施例２の構成では、大入賞口１４の内部に、一般領域１２０を通過した遊技
球を検知するカウントスイッチ１４ａが設けられると共に、継続領域１２１を通過した遊
技球を検知する継続カウントスイッチ１２１ａが設けられている。主制御装置８０には、
図１５に示すように、遊技盤中継端子板７４を介して、これらカウントスイッチ１４ａお
よび継続カウントスイッチ１２１ａからの検出信号が入力される。
【０１３６】
　実施例２の構成は、上述したように大入賞口１４の内部に一般領域１２０と継続領域１
２１とを備え、該継続領域１２１を開閉制御することで、開閉ラウンドの継続回数を制御
するようにしたものである。そのため、実施例１と異なり、開閉ラウンドの継続回数を抽
選する乱数（継続回数決定用乱数値）と、該乱数の抽出処理および判定処理とを備えない
。実施例２は、こうした構成以外は実施例１と同じ構成であり、上記した当否判定処理に
おける当選確率、第一始動口１１及び第二始動口１２への入賞率、およびベース値は実施
例１と同様に設定されている。そのため、こうした同じ構成の説明については、適宜省略
する。
【０１３７】
　次に、本実施例２の各種プログラムの処理を、遊技の動作と共に説明する。
【０１３８】
　メインルーチンは、図１６に示すように、Ｓ３１０～Ｓ３２３までの本処理と、Ｓ３２
４の残余処理とから構成され、実施例１の継続回数決定用乱数の更新処理を備えない以外
は同じである。
【０１３９】
　始動入賞処理（図６）は、抽出乱数保留記憶処理（Ｓ５３，Ｓ６３）による処理内容が
実施例１と一部相違する以外は同じである。本実施例２の抽出乱数保留記憶処理（Ｓ５３
，Ｓ６３）では、大当り決定用乱数値、第一大当り図柄決定用乱数値、第二大当り図柄決
定用乱数値、小当り図柄判定用乱数値、リーチ決定用乱数値、および変動パターン決定用
乱数値を抽出して、第一保留記憶または第二保留記憶として記憶し、第一保留記憶カウン
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タまたは第二保留カウンタに１を加算する。
【０１４０】
　当否判定処理（図７）は、開放パターン設定処理（Ｓ１０９）による処理内容が実施例
１と一部相違する以外は同じである。本実施例２の開放パターン設定処理（Ｓ１０９）で
は、大当り決定用乱数比較処理（Ｓ１０４）での判定結果が大当りである場合（Ｓ１０５
：Ｙｅｓ）に、実施例１の継続回数決定用乱数値による開閉ラウンドの継続回数を決定す
る処理内容を実行しない。すなわち、実施例２の開放パターン設定処理（Ｓ１０９）では
、開閉ラウンドを開始するためのパターンを設定し、継続回数の設定は行わない。
【０１４１】
　上記の当否判定処理により大当りとなると、特別遊技処理（図８）を実行する。本実施
例２の特別遊技処理では、実施例１の特別遊技処理と一部が相違している。具体的には、
図９に示す実施例１のＳ２１０～Ｓ２１４に替えて、図１７に示すＳ４１０～Ｓ４１５を
実行すると共に、図１０に示す実施例１のＳ２２０～Ｓ２２３に替えて、図１８に示すＳ
４２０～４２４を実行する。さらに、図８の大入賞口開放処理（Ｓ２０５）では、実施例
１と異なる処理内容を行う。
【０１４２】
　実施例２の特別遊技処理（図８）では、大当り遊技を開始する際に、大入賞口開放処理
（Ｓ２０５）で、開閉ラウンドの１回目（１Ｒ）を開始する処理を行う。この大入賞口処
理では、１Ｒに設定された継続開放パターンを選択し、１Ｒ目の開閉ラウンドの開放開始
と同期して、該継続開放パターンに従って大入賞口１４内の継続領域１２１を開閉制御開
始する。一方、大当り遊技中では、大入賞口１４が開放中であると、図１７のＳ４１０に
進む。そして、大入賞口１４の内部の一般領域１２０に設けたカウントスイッチ１４ａが
遊技球を検出したか否かを判定し（Ｓ４１０）、検出していない場合には（Ｓ４１０：Ｎ
ｏ）、継続領域１２１に設けた継続カウントスイッチ１２１ａが遊技球を検出した否かを
判定する（Ｓ４１５）。ここで、継続カウントスイッチ１２１ａが遊技球を検出している
と（Ｓ４１５：Ｙｅｓ）、大入賞口１４への入賞個数が規定入賞数（９個）に達したか否
かを判定する（Ｓ４１１）。一方、継続カウントスイッチ１２１ａが遊技球を検出してい
ないと（Ｓ４１５：Ｎｏ）、開放時間が終了したか否かを判定する（Ｓ４１２）。このよ
うに実施例２では、大入賞口１４に入賞した遊技球は、一般領域１２０と継続領域１２１
とのいずれか一方を通過するため、カウントスイッチ１４ａと継続カウントスイッチ１２
１ａとの検出により、大入賞口１４の入賞個数をカウントしている。さらに、継続カウン
トスイッチ１２１ａの遊技球検出により、継続領域１２１への遊技球通過を検出している
。尚、Ｓ４１０～Ｓ４１４の各処理内容は、実施例１のＳ２１０～Ｓ２１４の各処理内容
と同じであることから、その詳細を省略する。
【０１４３】
　さらに、大入賞口１４を開閉する大当り遊技中では、図８のＳ２０２でインターバル中
であると（Ｓ２０２：Ｙｅｓ）、図１８のＳ４２０に進む。そして、大当りインターバル
時間が終了していると（Ｓ４２０：Ｙｅｓ）、最終ラウンド（１６Ｒ）が終了しているか
否かを判定し（Ｓ４２１）、最終ラウンド（１６Ｒ）の終了でなければ（Ｓ４２１：Ｎｏ
）、継続カウントスイッチ１２１ａによる遊技球検出があったか否かを判定する（Ｓ４２
３）。ここで、継続カウントスイッチ１２１ａの遊技球検出があった場合には（Ｓ４２３
：Ｙｅｓ）、大入賞口開放処理（Ｓ４２４）を行う。この大入賞口開放処理では、継続カ
ウンタに１加算し、該継続カウンタの示す数のラウンドに応じて、上述した継続開放パタ
ーンを選択する。そして、次の開閉ラウンドの開放開始と同期して、選択した継続開放パ
ターンに従って大入賞口１４内の継続領域１２１の開閉制御を開始する。一方、継続カウ
ントスイッチ１２１ａの遊技球検出が無い場合には（Ｓ４２３：Ｎｏ）、Ｓ４２２の大当
り終了演出処理を行う。尚、Ｓ４２０～Ｓ４２２の各処理内容は、実施例１のＳ２２０～
Ｓ２２２の各処理内容と同じであることから、その詳細を省略する。また、本実施例２に
あって、特別遊技処理における継続カウントスイッチ１２１ａの遊技球検出を判定する処
理（Ｓ４２３）と大入賞口開放処理（Ｓ４２４）とにより、本発明にかかる継続決定処理
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と機構駆動処理とが構成されている。
【０１４４】
　このように本実施例２の構成は、大入賞口１４内の継続領域１２１への遊技球通過をラ
ウンド継続条件とし、該継続領域１２１への遊技球の通過率を該継続領域１２１の開閉作
動により制御することで、開閉ラウンドの継続回数を制御するものである。すなわち、開
閉ラウンドの継続回数の制御を乱数抽選により行う実施例１とは、該継続回数の制御方法
が異なるだけであり、他の構成は同じである。本実施例２の構成にあっても、実施例１と
同様に、大当り遊技中で賞球数を抑制することによって、ベース値を高くすることで発生
する遊技店の利益低下を、補うことができるから、遊技店の利益を確保しつつ、遊技の健
全性を向上できる。さらに、大当り判定の当選確率と第一始動口１１および第二始動口１
２への入賞率とが、実施例１と同様に設定されていることから、実施例１と同様に、大当
り発生前に該大当りへの遊技者の期待感を刺激するという従来からの遊技性と、大当り発
生後に開閉ラウンドの継続回数の増加への遊技者の期待感を刺激するという新たな遊技性
とを提供できる。したがって、本実施例２の構成によれば、上述した実施例１と同様の作
用効果が発揮され得る。
【０１４５】
　尚、実施例２にあっては、継続領域を開閉する開閉部材とモータとにより、該継続領域
への通過率を制御する誘導機構を構成したものであるが、誘導機構は、この構成に限らず
、他の構成を適用することも可能である。例えば、継続領域を、位置変換や向き変換を可
能とする構成とし、該継続領域の位置変換や向き変換を作動する駆動装置を設けた構成と
しても良い。この構成は、継続領域の位置変換や向き変換を作動制御することにより、該
継続領域への遊技球の通過率を制御する。そして、この継続領域の位置変換や向き変換を
、開閉ラウンドの継続回数の期待値が最大ラウンドの３５％～６０％となるように、作動
制御する。さらに誘導機構の他の構成として、大入賞口の内部の、一般領域と継続領域と
の直上流位置に、該一般領域と継続領域とのいずれかに振り分ける振分部材を配設した構
成としても良い。この構成では、振分部材の作動制御により、継続領域への通過率を制御
して、開閉ラウンドの継続回数の期待値が最大ラウンドの３５％～６０％となるように、
制御する。これら他の構成によっても、上述した実施例２と同様の作用効果を奏するもの
とできる。
【０１４６】
　また、本実施例２にあっても、上述した実施例１と同様に、ベース値、開閉ラウンドの
継続回数の期待値、および始動口への入賞率を、本発明の適用範囲内で適宜設定可能であ
る。
【実施例３】
【０１４７】
　実施例３の構成は、大入賞口１４への遊技球の入球に伴って継続抽選乱数値を抽出し、
該継続抽選乱数値によって次の開閉ラウンドを実行するか否かを判定するようにしたもの
である。すなわち、継続抽選乱数値の抽選によってラウンド継続条件の成立か否かが決定
され、最大ラウンド数である１６Ｒの開閉ラウンドを除く各開閉ラウンド毎に、前記抽選
を行う。
【０１４８】
　具体的には、大入賞口１４のカウントスイッチ１４ａが遊技球を検出する毎に、継続抽
選乱数値を抽出し、抽出した継続抽選乱数値が、予め設定された継続判定値と一致するか
否かを判定する。そして、一致した場合に、上記のラウンド継続条件が成立して、次の開
閉ラウンドの実行が決定する。ここで、継続抽選乱数値は、前記カウントスイッチ１４ａ
が遊技球を検出する毎に抽出されて、継続判定値により判定される。そのため、一回の開
閉ラウンドでは、最大で、規定入賞数（９個）と同数の継続抽選乱数値が抽出されて、該
同数回の判定が実施される。本実施例３では、一の開閉ラウンドで、抽出した継続抽選乱
数値が継続判定値と一致すると、次の開閉ラウンドへ移行するラウンド継続条件が成立す
ることから、同じ開閉ラウンドで、該ラウンド継続条件が成立すると（継続判定値と一致
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すると）、以降の継続抽選乱数値の判定を実行しない。
【０１４９】
　このように抽出される継続抽選乱数値を判定する継続判定値は、開閉ラウンドの継続回
数が増えるにつれて、一致する確率が徐々に低くなるように設定されており、一回の大当
り遊技で実行される開閉ラウンドの継続回数の期待値が、６回（６Ｒ）～９回（９Ｒ）と
なるように設定されている。具体的には、前記一致する確率が相互に異なる複数の継続判
定値を予め設定しており、各継続判定値が開閉ラウンドのラウンド数に夫々割り当てられ
、該ラウンド数に応じた継続判定値が有効とされる。ここで、継続判定値による一致確率
は、一回の開閉ラウンドで最大９回の判定を行った場合における確率として設定されてい
る。例えば、開閉ラウンドが１Ｒ～３Ｒの場合には、９回の判定での前記一致確率が約９
５％となるように設定された継続判定値を有効として、抽出された継続抽選乱数値との判
定を行う。また、開閉ラウンドが４Ｒ～５Ｒでは、前記一致確率が約８０％となるように
設定された継続判定値を有効とし、６Ｒ～７Ｒでは、前記一致確率が約６０％となるよう
に設定された継続判定値を有効とし、８Ｒ～９Ｒでは、前記一致確率が約５０％となるよ
うに設定された継続判定値を有効とし、１０Ｒ～１２Ｒでは、前記一致確率が約３０％と
なるように設定された継続判定値を有効とし、１３Ｒ～１５Ｒでは、前記一致確率が約１
０％となるように設定された継続判定値を有効として、各ラウンドで抽出された継続抽選
乱数値との判定を行う。
【０１５０】
　本実施例３の構成は、開閉ラウンドのラウンド継続条件が異なる以外は上述した実施例
２と同じである。すなわち、実施例３の構成では、実施例２における大入賞口内の一般領
域１２０および継続領域１２１を備えず、さらに継続カウントスイッチ１２１ａも備えて
いない。その替わりに、大入賞口１４への遊技球入球に伴って継続抽選乱数値と抽出して
、継続判定値と一致するか否かを判定する処理を備えたものである。こうした大入賞口１
４内の構造と前記判定処理とが異なる以外は実施例２と同じであり、上記した当否判定処
理における当選確率、第一始動口１１及び第二始動口１２への入賞率、およびベース値は
実施例１および実施例２と同様に設定されている。そのため、これら同じ構成の説明につ
いては、適宜省略する。
【０１５１】
　次に、本実施例３の各種プログラムの処理を、遊技の動作と共に説明する。
【０１５２】
　メインルーチン（図１６）、始動入賞処理（図６）、および当否判定処理（図７）は、
実施例２と同様に実行される。一方、本実施例３の特別遊技処理では、実施例２の特別遊
技処理と一部が相違している。具体的には、図１７に示す実施例２のＳ４１０～Ｓ４１５
に替えて、図１９に示すＳ５１０～Ｓ５１５を実行すると共に、図１８に示す実施例２の
Ｓ４２０～４２４に替えて、図２０に示すＳ５２０～５２４を実行する。
【０１５３】
　実施例３の特別遊技処理（図８）では、実施例２と同様に、大当り遊技を開始する際の
大入賞口開放処理（Ｓ２０５）で、開閉ラウンドの１回目（１Ｒ）を開始する処理を行う
。この大入賞口開放処理（Ｓ２０５）では、開閉ラウンドのラウンド数を示す継続カウン
タ＝１とする。
【０１５４】
　特別遊技処理では、図８のＳ２０１で大入賞口開放中であると（Ｓ２０１：Ｙｅｓ）、
図１９のＳ５１０に進み、カウントスイッチ１４ａが遊技球を検出したか否かを判定する
（Ｓ５１０）。ここで、カウントスイッチ１４ａが遊技球を検出していると（Ｓ５１０：
Ｙｅｓ）、ラウンド継続判定処理を行う（Ｓ５１５）。このラウンド継続判定処理では、
継続抽選乱数値を抽出し、前記継続カウンタの値（開閉ラウンドのラウンド数）に割り当
てられた継続判定値を有効として、当該継続判定値と一致するか否かを判定する。ここで
、継続抽選乱数値と継続判定値とが一致した場合には、ラウンド継続条件が成立し、継続
フラグ＝１とする一方、不一致の場合には、ラウンド継続条件が成立せず、継続フラグ＝
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０のままとなる。このラウンド継続判定処理では、継続フラグ＝０の場合に、前記のよう
に、継続抽選乱数値を抽出する処理内容と、継続カウンタに応じて選択した継続判定値で
判定する処理内容とを行う。一方、継続フラグ＝１の場合には、これら処理内容を実行せ
ずに（継続抽選乱数値の抽選を行わずに）、Ｓ５１１へ進む。さらに、同じ開閉ラウンド
では、継続フラグ＝０の状態で、同一の継続判定値による判定が行われる。そのため、ラ
ウンド継続判定処理は、前記処理内容を、同一の開閉ラウンドで最大９回（規定入賞数と
同数）実行する。こうしたコマンド継続判定処理後には、Ｓ５１１に進む。これ以外のＳ
５１１～Ｓ５１４の各処理内容は、実施例２のＳ４１１～Ｓ４１４（すなわち、実施例１
のＳ２１１～Ｓ２１４）の各処理内容と同じであることから、その詳細を省略する。
【０１５５】
　さらに、大当り遊技中では、図８のＳ２０２でインターバル中であると（Ｓ２０２：Ｙ
ｅｓ）、図２０のＳ５２０に進む。そして、大当りインターバル時間が終了していると（
Ｓ５２０：Ｙｅｓ）、最終ラウンド（１６Ｒ）が終了しているか否かを判定し（Ｓ５２１
）、最終ラウンド（１６Ｒ）の終了でなければ（Ｓ５２１：Ｎｏ）、継続フラグ＝１か否
かを判定する（Ｓ５２３）。ここで、継続フラグ＝１であるならば（Ｓ５２３：Ｙｅｓ）
、大入賞口開放処理（Ｓ５２４）を行う。この大入賞口開放処理では、継続カウンタに１
加算し、次の開閉ラウンドを開始すると共に、継続フラグをクリアする。一方、継続フラ
グ＝１でなければ（Ｓ５２３：Ｎｏ）、Ｓ５２２の大当り終了演出処理を行う。尚、Ｓ５
２０～Ｓ５２２の各処理内容は、実施例２のＳ４２０～Ｓ４２２（すなわち、実施例１の
Ｓ２２０～Ｓ２２２）の各処理内容と同じであるから、その詳細を省略する。また、本実
施例３にあって、特別遊技処理におけるラウンド継続判定処理（Ｓ５１５）と継続フラグ
＝１か否かの判定処理（Ｓ５２３）とにより、本発明にかかる継続決定処理が構成されて
いる。
【０１５６】
　このように本実施例３の構成は、大入賞口１４への遊技球入賞に伴って行う乱数抽選に
よりラウンド継続条件の成立か否かを判定し、この乱数抽選による前記条件成立の確率（
上記した継続判定値との一致確率）によって開閉ラウンドの継続回数を制御するものであ
る。すなわち、開閉ラウンドの継続回数を制御する方法が、実施例２と異なる以外は、実
施例２と同じ構成である。本実施例３の構成にあっても、実施例２と同様に、大当り遊技
中で賞球数を抑制することによって、ベース値を高くすることで発生する遊技店の利益低
下を、補うことができるから、遊技店の利益を確保しつつ、遊技の健全性を向上できる。
さらに、大当り判定の当選確率と第一始動口１１および第二始動口１２への入賞率とが、
実施例１および実施例２と同様に設定されていることから、実施例１および実施例２と同
様に、大当り発生前に該大当りへの遊技者の期待感を刺激するという従来からの遊技性と
、大当り発生後に開閉ラウンドの継続回数の増加への遊技者の期待感を刺激するという新
たな遊技性とを提供できる。したがって、本実施例３の構成によれば、上述した実施例１
および実施例２と同様の作用効果が発揮され得る。
【０１５７】
　尚、本実施例３にあって、開閉ラウンドの継続回数を制御する継続抽選乱数値と継続判
定値とは、該継続回数の期待値が最大ラウンドの３５％～６０％となるものであれば、適
宜設定できる。同様に、ベース値、開閉ラウンドの継続回数の期待値、および始動口への
入賞率を、本発明の適用範囲内で適宜設定可能である。
【０１５８】
　また、実施例３の構成では、大入賞口１４に遊技球が入賞する毎に、継続抽選乱数値を
抽出して判定するようにしたものであるが、これに限らず、他の方法を用いることも可能
である。例えば、大入賞口１４に遊技球が入賞する毎に継続抽選乱数値を抽出して記憶し
、一の開閉ラウンドが終了すると、抽出した全ての継続抽選乱数値の判定を実行するよう
にしても良い。又は、大入賞口１４の奥方に、遊技球を一時的に貯留する貯留部を設け、
一の開閉ラウンドの終了毎に該貯留部から遊技球を排出して、その排出により乱数抽選を
行うようにしても良い。さらには、一の開閉ラウンドで、最初入賞した遊技球でのみ乱数
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抽選を行う等のように、一回の開閉ラウンドで入賞したいずれか一個の遊技球によって乱
数抽選を行うようにしても良い。
【０１５９】
　いずれの遊技球で継続抽選乱数値の乱数抽出を行うかは予め定めても良い。例えば、大
入賞口１４に入賞する最大個数である規定入賞数の９個の内、カウントスイッチ１４ａに
より検出される５個目（５番目）の遊技球で乱数抽出を行うのである。何番目の遊技球に
より乱数抽出を行うかは、遊技状態、例えば大当り図柄の種類、継続抽選乱数値の当選確
率値等により変更することも可能である。また、ラウンド毎に変更しても良い。
乱数抽出を行う順番を変更し、何番目の遊技球により乱数抽出を行うかを演出図柄表示装
置６の画面上に表示すれば、バリエーションの豊富化が図れると共に大当り遊技中の楽し
みも増す。当選確率値も画面上に表示し、当選確率値が低い程、乱数抽出を行う順番を後
半にすれば、遊技者の期待感が煽られる。乱数抽出を前半に行っても当否結果は、ラウン
ドの後半又は大入賞口１４の閉鎖後に表示することが好適である。楽しみを引き延ばすこ
とができるからである。
【０１６０】
　大入賞口１４に入賞する一部の遊技球により継続抽選乱数値を抽出して判定する実施例
を、実施例４として説明する。
【実施例４】
【０１６１】
　実施例４では、第３実施例におけるラウンド継続判定処理（Ｓ５１５）を大入賞口に入
賞する遊技球の一部で行うものであり、抽出した継続抽選乱数値と継続判定値とが一致し
た場合には、ラウンド継続条件が成立し、継続フラグ＝１とする一方、不一致の場合には
、ラウンド継続条件が成立せず、継続フラグ＝０のままとする点は、第３実施例と同様で
ある。
【０１６２】
　大入賞口開放中の１ラウンド中に入賞しカウントスイッチ１４ａにより検出される遊技
球の何番目の遊技球で抽選を行うかは（以下、「抽選順位」と呼ぶときもある。）予め定
められており、演出図柄表示装置６の画面上に表示される。ラウンド毎又は一部のラウン
ドで抽選順位が変更されるときは、大入賞口１４を開放したときに表示される。
【０１６３】
　これにより、１ラウンドにおける抽選回数を制限することができ、１ラウンド中におけ
る処理を複雑化させない効果を有する。また、遊技者は、抽選が行われる遊技球のみに意
識を集中できる効果を有する。
【０１６４】
　実施例４では、ラウンド継続判定処理（Ｓ５１５）をカウントスイッチ１４ａで行うが
、カウントスイッチ１４ａと相違させても良い。但し、ラウンド継続判定処理を行う領域
（所定領域）は、遊技者が確認できる位置に設けられている。
【０１６５】
　ラウンド継続判定処理を行う領域（所定領域）をカウントスイッチ１４ａと相違させる
場合には、大入賞口１４内に振り分け装置を備え、入賞する遊技球が抽選順位となると所
定領域に誘導する構成が考えられる。
【０１６６】
　抽選順位は、遊技状態に基づき決定しても良い。例えば、特別遊技を行うことを決定す
るための当選結果を報知する当選図柄の種類、特別遊技を行うことを決定するための抽選
の確率状態の相違等が考えられる。この処理を示すのが、図２１に示す「抽選順位決定処
理」であり、特別遊技が開始する前に実行される。
【０１６７】
　特別遊技を行うための抽選確率が高確率である場合と低確率である場合とで前記抽選順
位を相違させるのである。特別遊技終了後に高確率状態に移行するか否かにより抽選順位
を相違させても良い。
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【０１６８】
　決定された抽選順位は、特別遊技が開始される前に表示される（図２２）。しかし、前
述したように、ラウンド毎又は一部のラウンドで抽選順位が変更されるときは、大入賞口
１４を開放したときに表示するのが好適である。
【０１６９】
　ホール関係者の操作により特別遊技を行う抽選確率（大当り確率）を設定変更できる構
成の場合、設定変更される抽選確率と前記抽選順位とに何等かの関係を有する構成でも良
い。これにより、設定変更される抽選確率を遊技者に推測させることも可能となる。
【０１７０】
　図１２では、大当り確率が通常時１／３００であるが、実施例４では、この確率を多段
階（複数段階）で設定変更できる。例えば、設定１では、図１２に示すように１／３００
であり、設定２では１／２５０、設定３では１／２００の構成が考えられる。
【０１７１】
　設定変更される大当り確率が高いときには（設定３）抽選順位は前半（１～３番目の入
賞）の入賞が多くなり、設定変更される抽選確率が低いときには（設定１）抽選順位は後
半（７～９番目の入賞）の方の入賞を多くする構成、設定変更される抽選確率が中では（
設定２）抽選順位は中頃（４～６番目の入賞）の入賞を多くする構成、またはこの逆の構
成が考えられる。
【０１７２】
　即ち、大当り確率の設定が高いときには抽選順位は前半になる頻度が高く、大当り確率
の設定が低いときには後半になる頻度を高くするのである。逆に、大当り確率の設定が高
いときには抽選順位は後半になる頻度が高く、大当り確率の設定が低いときには前半にな
る頻度を高くしても良い。頻度であり、大当り確率の設定が高ければ、必ず抽選順位を前
半等に固定するものではない。
【０１７３】
　抽選順位は、複数有しても良い。例えば、所定領域を通過する３番目の入賞及び５番目
の入賞で抽選を行うのである。このとき、３番目の入賞で当選すれば５番目の入賞では抽
選しない構成が良い。しかし、共に抽選し共に当選すれば、続けて２ラウンド開放する構
成も考えられる。
【０１７４】
　ラウンド抽選手段による抽選は、ラウンド毎に実行される構成でなくとも良い。例えば
、１ラウンドから５ラウンドまでは無条件に次ラウンドに進み、６ラウンドから１０ラウ
ンドまでは毎回ラウンド抽選を行い、その後は最終ラウンドまで無条件に進む構成でも良
い。また、無条件に次ラウンドに進む構成と、ラウンド抽選を行うラウンドを交互に繰り
返す構成でも良い。要は、ラウンド抽選手段により抽選を行うラウンドが、ラウンドの上
限回数の内に１回以上含まれていれば良い。
【０１７５】
　本発明にあっては、上述した実施例に限定されるものではなく、上述の実施例以外の構
成についても本発明の趣旨の範囲内で適宜変更して実施可能である。
【０１７６】
　例えば、上述した実施例では、二個の始動口と一個の大入賞口とを備えた構成であるが
、これに限らず、始動口と大入賞口との配設数は適宜設定でき、さらに始動口の配設数と
大入賞口の配設数とが同数であっても、異なる数であっても良い。
【０１７７】
　また、複数の始動口を備え、各始動口への入賞に伴って行う大当り遊技（開閉ラウンド
）が夫々に異なる態様とした構成にあっても、夫々の大当り遊技で実行される開閉ラウン
ドの継続回数を、上述した実施例と同様に設定することができる。又は、異なる態様の大
当り遊技を行う構成では、その一部の大当り遊技でのみ、上述した実施例と同様に開閉ラ
ウンドの継続回数を設定する構成としても良い。
【０１７８】
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　また、上述した実施例にあって、開閉ラウンドの継続か否かを決定した内容を、遊技者
に報知するようにしても良い。さらには、遊技者の求めに応じてこの決定内容の履歴を報
知する機能を備えたものであっても良い。こうした決定内容の報知機能と履歴の報知機能
とを上述した実施例３に加えた別例を、以下に説明する。尚、この別例は、前記報知機能
の他は実施例３と同じであるから、該報知機能についてのみ説明する。
【０１７９】
　この別例の構成では、特別遊技処理のラウンド継続判定処理（図１９のＳ５１５）で、
実施例３と同様に、継続抽選乱数値を抽出する処理内容と、継続カウンタに応じて選択し
た継続判定値で判定する処理内容とを行うと共に、この判定結果を示す結果情報を、サブ
統合制御装置８３へ送信する。そして、サブ統合制御装置８３により、図２１に示す継続
抽選結果表示処理が実行される。この継続抽選結果表示処理では、主制御装置８０から受
信したコマンドに基づいて大当り遊技中か否かを判定し（Ｓ７１０）、否定判定ならば（
Ｓ７１０：Ｎｏ）、リターンに進み、肯定判定ならば（Ｓ７１０：Ｙｅｓ）、Ｓ７１１に
進む。Ｓ７１１では、開閉ラウンド間のインターバル中であるか否かを判定し、肯定判定
ならば（Ｓ７１１：Ｙｅｓ）、Ｓ７１２に進み、否定判定ならば（Ｓ７１１：Ｎｏ）、Ｓ
７１４に進む。Ｓ７１２では、主制御装置８０から、前記継続判定の判定結果情報を受信
していると、当該判定結果情報をＲＡＭに記憶する。ここで、サブ統合制御装置８３では
、同一の開閉ラウンドにおける前記判定結果情報を対応付けて記憶する。続くＳ７１３で
は、当該インターバル中に受信した判定結果の一覧を、演出図柄表示装置６に表示する。
続くＳ７１４では、主制御装置８０から受信したコマンドに基づいて、最終ラウンドが終
了したか否かを判定し、否定判定ならば（Ｓ７１４：Ｎｏ）、リターンへ進む。一方、開
閉ラウンドが終了した場合には（Ｓ７１４：Ｙｅｓ）、Ｓ７１５に進む。Ｓ７１５では、
当該大当り遊技中に各開閉ラウンドでの判定結果情報を全て、ＥＥＰＲＯＭ等の図示しな
い不揮発性の記憶部に保存し（Ｓ７１５）、リターンに進む。このＳ７１５では、同一の
開閉ラウンドにおける各判定結果情報を対応付けた状態で保存すると共に、同一の大当り
遊技で行われた各判定結果情報を対応つけて保存する。
【０１８０】
　尚、上記した演出図柄表示装置６で表示する判定結果の一覧は、次の開閉ラウンドが開
始されるまでのインターバル中でのみ表示するようにしても良いし、当該大当り遊技の終
了まで継続して表示するようにしても良い。ここで、大当り遊技の終了まで継続して表示
する場合には、各インターバルで新たな判定結果情報を受信する（Ｓ７１２）毎に、該新
たな判定結果情報を、表示中の一覧に加えて表示する（Ｓ７１３）。また、こうした判定
結果の一覧の報知は、演出図柄表示装置６での表示に限らず、各種ＬＥＤやランプの点灯
態様により表示するようにしても良いし、スピーカを介して音声により報知するようにし
ても良い。また、判定結果情報としては、開閉ラウンドの継続か否かを直接示す情報であ
っても良いし、継続流線乱数値を示す情報であっても良く、さらには、これら両者を含む
情報であっても良い。また、大当り遊技中に行われた判定結果情報を保存する処理では、
当該大当り遊技が行われた年月日時に関する情報と対応付けて、該判定結果情報を保存す
るようにしても良い。
【０１８１】
　さらに、上記の別例の構成では、サブ統合制御装置８３により、図２２に示す継続抽選
履歴表示処理が実行される。この継続抽選履歴表示処理では、上記した判定結果の履歴を
表示するコマンドを受けたか否かを判定する（Ｓ７２０）。このコマンドは、例えば、上
記した演出ボタン６７やジョグダイヤル６８が遊技者により所定操作されることに起因し
て受け付けられるように設定できる。すなわち、遊技者の求めに応じて、判定結果の履歴
を表示する。Ｓ７２０で肯定判定すると（Ｓ７２０：Ｙｅｓ）、上記した記憶部に保存さ
れている判定結果情報を読み出し（Ｓ７２１）、読み出した判定結果の履歴一覧を演出図
柄表示装置６で表示する（Ｓ７２２）。一方、Ｓ７２０で否定判定すると（Ｓ７２０：Ｎ
ｏ）、リターンに進む。
【０１８２】
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　尚、上記のＳ７２１では、最新から所定回数の大当り遊技又は開閉ラウンドにおける判
定結果情報を読み出すようにしても良いし、保存した全ての判定結果情報を読み出すよう
にしても良い。また、Ｓ７２２による演出図柄表示装置６での表示では、その画面上に、
読み出した全ての判定結果を表示できない場合、一部の判定結果を表示して、例えばジョ
グダイヤル６８の操作により該判定結果の表示を切り替えたりスクロールしたりするよう
にしても良い。又は、一定時間の経過により、自動的に判定結果の表示が切り替わるよう
にしても良い。また、こうした判定結果の履歴表示にあっても、上記したインターバル中
での判定結果表示と同様に、演出図柄表示装置６での表示に限らず、各種ＬＥＤやランプ
の点灯態様により表示するようにしても良いし、スピーカを介して音声により報知するよ
うにしても良い。
【０１８３】
　このような別例の構成にあっては、開閉ラウンドを継続するか否かの判定結果を、遊技
者に報知することから、該継続の判定（抽選）が行われている事実とその結果とを、該遊
技者がはっきりと知得できる。そのため、開閉ラウンドの継続回数を制御することに対し
て、遊技者の信頼感を保ち得る。また、上記した別例の構成では、開閉ラウンドを継続す
るか否かの判定結果を、各ラウンド間のインターバル中に報知するようにしたが、これに
限らず、一回の大当り遊技が終了した際に、当該大当り遊技で行われた全ての判定結果を
報知するようにしても良い。
【０１８４】
　また、こうした別例の構成は、実施例３の構成に、開閉ラウンドの継続か否かの決定内
容を報知する機能と、この決定内容の履歴を報知する機能とを備えた構成であるが、これ
ら機能を、実施例１、実施例２に設けることもできる。これらいずれであっても、上述し
た実施例３の別例と同様の作用効果を奏し得る。尚ここで、実施例１に設ける構成では、
大当り遊技の開始時点で開閉ラウンドの継続回数が決定されていることから、インターバ
ル中に報知する場合は次の開閉ラウンドの実行か否かのみを報知する一方、大当り遊技の
終了時点報知する場合は抽選結果を報知できる。また、実施例２に設ける構成では、開閉
ラウンドで継続領域に遊技球が通過したか否かの情報を、インターバル中に報知しても良
いし、大当り遊技の終了時点で報知するようにしても良い。
【符号の説明】
【０１８５】
　　１　パチンコ機（弾球遊技機）
　　２　遊技領域
　　１１　第一始動口（始動口）
　　１１ａ　第一始動口スイッチ
　　１２　第二始動口（始動口）
　　１２ａ　第二始動口スイッチ
　　１４　大入賞口
　　１４　カウントスイッチ
　　３１　第一普通入賞口（入賞口）
　　３１ａ　第一入賞口スイッチ
　　３２　第二普通入賞口（入賞口）
　　３２ａ　第二入賞口スイッチ
　　３３　第三普通入賞口（入賞口）
　　３３ａ　第三入賞口スイッチ
　　３４　第四普通入賞口（入賞口）
　　３４ａ　第四入賞口スイッチ
　　１００　発射球検出スイッチ
　　１２０　一般領域
　　１２１　継続領域
　　１２１ａ　継続カウントスイッチ
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